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開議 午前 ９時００分 

 

◎開  議 

○議長（板谷 信君） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員は３月５日の日と同様ですので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（板谷 信君） 諸般の報告を行います。 

  ３月６日、７日、８日、11日、12日の５日間、平成25年度予算審議のため、予算特別委員

会を開催し、終日熱心に御審議いただきました。 

  なお、13日には平成25年度事業実施予定箇所の現場視察も行っていただきました。 

  また、３月14日には第１常任委員会を開催し、定例会初日に付託された案件２件について

熱心に御審議いただきました。 

  同じく３月14日に第２常任委員会を開催し、定例会初日に付託された議案３件について熱

心に御審議いただきました。誠にありがとうございました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（板谷 信君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告制により、通告された質問者は、森照信君、中澤莊也君、長塚誠君、鈴木多津枝君、

芹澤廣行君、中田隆幸君であります。順番に発言を許します。 

  再質問については、議会運営の申し合わせにより一問一答方式とします。 

  なお、許された質問時間は30分ですので、的確に質問、答弁をするようにお願いします。 

  ７番、森照信君、発言を許します。 

○７番（森 照信君） おはようございます。 

  傍聴者の皆様どうもありがとうございます。 

  初めての一般質問、１番目の、今までで１番目で緊張していますけれども、ひとつよろし

くお願いいたします。 

  それでは、質問させていただきます。 
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  私は、川根高校について質問させていただきます。 

  川根高校も平成24年度に創立50年を迎えました。当初は藤枝東高等学校の分校として、地

域の人たちの強い願いもあり、昭和41年に独立校としての川根高等学校がこの地に誕生しま

した。当初は１学年４クラスで全校生徒数は500人を超えていましたが、平成に入り、過疎

化、少子化の影響もあり、生徒数の減少が始まりました。 

  平成14年、３川根による中高一貫連携教育が取り入れられ、実施されました。高等学校の

選択肢が限られている中山間地等においての施策でありますが、それによって高校の存続が

保証されるものではありません。川根校は地域の中学生が頼りでありますので、地域の生徒

数が減少すればすぐに影響が出てきます。 

  川根本町だけの各小学校の児童数を調べてみますと、数年先には100％入学しても40人を

割るような年もあります。仮に川根高校入学生が40人を割るような事態になりますと、今行

っております１学年２学級制から１学級制になり、教師の人数もかなり減らされ、今川根高

校で取り組んでいる、また川根高校の魅力の一つであります特進学級を続けるのもあやしく

なるのではないかと危惧されます。 

  平成27年までは川根高校の存続は一応は保証されておりますが、もう間近です。３川根地

域はもとより、地域外からの生徒の確保を今から考えていかなくては、取り返しのつかない

状況になると思われます。より多くの生徒の確保を求めるなら、学校は学校としてのできる

限りの魅力をつくり、町は町としてのできる限りの魅力づくりを考え、その中で連携をし、

取り組んでいくことが必要ではないかと思います。 

  そこで、２点ほど伺います。 

  生徒数減に対し、町はどのようにとらえているのか、また、川根高校の必要性、価値を重

んじているのなら、町として学生が行ってみようかなと思うような施策等は調査、また検討

されているのか、町長、教育長にお伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの森君の質問に対し、答弁を求めます。教育長。 

○教育長（杉山広充君） 川根本町において川根高校の存在はどのようにとらえているか、生

徒数の減少等についての御質問でありますが、お答えいたします。 

  川根高校は、川根地域の唯一の高校であります。 

  本年度は創立50周年を迎え、創立以来、卒業生男子3,221名、女子3,506名、計6,727名を

社会に送り出しています。そして川根地域をはじめ、県内・県外を問わず各地域、各分野で

多くの方々が活躍されていることを十分承知しております。 

  このようなことからも、川根本町、川根地域における川根高校の存在価値は十分に認識を

しております。創立当初、昭和38年、生徒数は、今森議員からもお話がありましたが、500

人を超えておりましたが、その後、減少の一途をたどり、平成20年度202人、21年度205人、

22年度196人、23年度206人、24年度、現在は189名と聞いております。189人の内訳は川根本

町が140人、本町以外が49人です。 
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  現在の川根高校の教育は、地域の保護者、生徒の要望に十分にこたえていると思っており

ますが、今後の生徒数の減少によっては、現在の教育の質を維持することが難しくなるので

はないかと危惧をしております。早急に生徒増の対策を図る必要を私も強く感じております。 

  今後の方向性としては、２学級規模を維持することを目標にしなければならないと思って

おります。１学年40人以上を維持するためには、連携３中学校、中川根中学校、本川根中学

校、川根中学校からの進学率を高める、連携中学校以外からの入学者を受け入れる、この２

つのことが特に考えられると思います。 

  連携中学校以外の生徒の受け入れについては、川根高校におけるカヌー部、郷土芸能部、

野球部、そして少人数指導による進学指導等のすばらしさ、よさ、長所を全面に押し出し、

生徒募集を積極的に進めていくということを川根高校の校長とも話をしております。 

  その中で話題となったことは、生徒の受け入れにかかわる下宿、食事、通学時間、これら

にかかわる費用のことです。これらの検討していく中で、現在、単身赴任の町教員寮のこと

が話題と上がってきております。この町教員寮については、あくまでも単身赴任の教職員の

住宅でありますが、教職員の減少により若干の空き部屋が生じているのが実情であります。

これには教職員の人事異動が深くかかわってきておりますが、これからの教職員の入室、退

室等をきちんと精査して、前向きに考えていきたいと考えております。 

  町としましては、川根高校は義務教育学校ではありませんが、教育委員会を中心として、

できるだけ、できる限りの支援をしていきたいと考えています。 

  これからは常に川根高校と連携を密にして進めていくと、そのように考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） ただいまなかなか積極的な御意見をいただきましたけれども、その中

にありまして教員住宅ですね、これを利用するということは、別に縛りとかああいうものは

なくて利用できるんですか。 

○議長（板谷 信君） 教育長。 

○教育長（杉山広充君） 今そのことについて検討をしているわけですが、今川根本町には下

長尾と千頭にありますけれども、検討していく中で私は可能だと考えております。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 今、教育長にお聞きしましたけれども、町長としては、執行者として

はどのように考えているか、お伺いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今教育長の方からも話がございましたけれども、下長尾の教職員住宅、

独身寮ですとか、あるいは千頭のすみれですか、教職員住宅がございますけれども、空き部

屋があるということで、川根高校が現実に生徒数が減っている中で、魅力づくりをしながら、

遠方の地域からも通学できるような状況を今模索されているということでございますので、
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そういう中で空いている部屋もあるということでございますので、そういう部屋をできれば

利用できるような方向を考えていきたい、そう思っております。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 町長も教育長も前向きな意見をいただきました。 

  そこで私、もう一つですけれども、学校としていろいろな魅力づくり、先ほども言いまし

たように特進学級とか、同窓会にしては奨学金をやっているとか、運動部、野球、それと全

国総体にも常時出場しているカヌー部、またほかに地域に貢献しています郷土芸能の赤石太

鼓とか、吹奏楽部、いろいろな形で学校は魅力づくりでやっておりますけれども、やはりそ

こに連携して、町としても、先ほども言いましたように、生徒がこの学校へ行ってみたい、

川根高校へ行ってみたいというような魅力ある施策というものを今検討しているのか、考え

ているのか、ありましたらお願いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 魅力づくりという点になりますと、基本的には川根高校で考えていた

だくということが教育の点から見ればと思いますけれども、川根高校にでき得れば町外から

も来ていただける、そういう施策を進めていく上では、例えば父兄の負担の問題が一つ出て

くると思うんですが、通学費ですとか、あるいは下宿、寮に入る、そういうときの経費、そ

ういうものが問題になってくるかと思いますけれども、先ほどの教職員住宅の使用の例で言

いますと、賄いもついているものですから、そういう点で安く入っていただくことが可能で

はないかなというふうに思っております。 

  それから、通学については、現在、高校生の通学費に対する支援というものがございませ

んけれども、そういうものも考えていく。そういう中で、町外の人にもそういうものが適用

できる、そういういろいろな方向としてあると思うんですよね。そういう点での、まず基本

的には川根高校のレベルを上げていただくとか、そういう努力をしていただきながら、地域

としても川根高校が、先ほども教育長が答えたように、この地域にとって唯一の高校であり、

どうしても将来も残していきたい、そういう学校だというふうに思っておりますので、そう

いう中でそういうもろもろの考えられることを考えていく必要があるのではないかなという

ふうに考えております。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 先ほどもあれですけれども、平成27年度までが一応保証されていると

いうことで、それは第２次の編成というか、県の高校の検討会の意見でありますけれども、

もうそろそろ第３次というものが始まるんじゃないかと思います。やはり川根高校の名前が

出てからでは遅いんでですよね。前にも私ども陳情というか、署名を皆さんいただきまして、

陳情へ行ってきました。そのときに県の教育長、ほかの方が言うのに、やはり高校、町、地

域がやはりどれだけ一生懸命やっているか、その姿を見ることによって編成自体も、見方も

全然違ってくるということでありますから、ぜひとも検討してやってくれるということであ
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りますけれども、いろいろな形で皆さん父兄も負担もありますし、その辺も考えて、検討と

いうものでなくて、これから実施ということで、また私もお伺いしますけれども、ぜひ時間

がないものですから、きょうはこのくらいにさせていただきましたけれども、実施の方に向

けてひとつよろしくお願いします。 

  以上、お願いして。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 川根高校ですけれども、同窓の皆さんが大変心配してくださっている

ように、その地域と一体となった高等学校、まさにそうだと思っております。それから中高

一貫教育、そういうこともございますので、そういう意味で、できるだけ御期待に添えるよ

うに、検討ということになるわけですが、前向きに検討してまいりたいと思いますし、県の

教育委員会等にも機会あるごとにそういうお願いをしてまいりたい、そう思っております。

まずは同窓生の皆さんを中心によろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） なかなか積極的な御意見をいただきまして、私の質問はこれで終わり

ます。 

○議長（板谷 信君） これで、７番、森君の一般質問を終わります。 

  続いて、２番、中澤莊也君の発言を許します。２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） おはようございます。２番、中澤莊也です。 

  一般質問通告書に従って質問をさせていただきます。 

  質問事項は、食物アレルギーを持つ児童・生徒に対する対応等についてということで４点、

観光振興による地域の活性化についてということで４点、水と森の番人「マイスター認定制

度」についてということで４点の質問を行います。 

  最初に、食物アレルギーを持つ児童・生徒に対する対応等についてであります。 

  昨年12月、給食のおかず、チーズ入りチヂミを食べた結果、急性アレルギー反応を、アナ

フィラキシーショックを起こして東京都調布市の市立富士見台小の５年生の女子がその尊い

命を失いました。この事故は担当教諭の思い違い、人的なミスから起こっています。12日の

静岡新聞に掲載されましたように、調布市の教育委員会も学校教職員の情報共有が不十分で、

危機管理意識が欠如していたために起こった事故であるとの検証結果をまとめて発表してお

ります。あのときこうしていたらでは遅過ぎます。 

  当町においても、様々な食物アレルギーを持った児童・生徒がいて、年々その数も増える

傾向にあるということも聞いております。 

  そこで、年々増え続ける傾向にある食物アレルギーを持つ児童に対し、学校は、教育委員

会はどのような取り組み等をしているのか、以下の４点について伺います。 

  １点目は、当町における食物アレルギーを有する児童・生徒の実態とその対策について。

２点目は、食物アレルギーを持つ児童・生徒の把握をどのように行って、その結果は給食の
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献立等の中にどのように生かされているのか。３点目は、学校・家庭・教育委員会、学校共

同調理場との情報の共有や連絡調整はどのように行われているのか。４点目は、小・中学校

における食物アレルギー教育＝食育はどのように行われているのかについて伺います。 

  次に、観光振興による地域の活性化についてということで４点の質問を行います。 

  最近の厳しい社会情勢の中で当町を訪れる観光客の減少、特に寸又峡温泉への宿泊客の減

は著しいものがあります。このような状況下にあって、寸又峡におけるホテル、旅館の数は

24件から10件へと減少し、このままでは寸又峡温泉そのものがなくなってしまうことも危惧

されます。観光の振興による地域の活性化は、地場産業の茶業、林業の再生と同じくらい川

根本町の将来にとって重要な意味を持っていると考えます。 

  町においても、観光の振興を図るため、エコツーリズム、グリーンツーリズムといった体

験型の新しい観光事業の導入や、お茶や柚子などの地盤産品を使った新商品の開発や農業と

観光と結びついた６次産業化の推進等様々な施策を講じられておりますが、なかなかこれと

いった決め手がないのが実情であります。 

  このような厳しい現状を少しでも打破し、地域の活性化を図るためには、町長も言われて

いますように、交流人口の増を図るために、様々な施策を講じ、川根本町を県内外にＰＲし

ていく必要を強く感じております。 

  そこで、交流人口の増により地域の活性化を図ろうと考えられておられる町長が、平成25

年度においても町の重点施策として取り組んでいこうとしている、元気で活力に満ちたまち

づくりの中の観光振興について以下の４点の質問を行います。 

  １点目は、江戸しぐさならぬ川根しぐさということを町長はよく述べられておりますが、

その川根しぐさによる品格ある邑（むら）づくりについて、２点目は、新規事業であります

ファムトリップ、レールパーク構想等について、３点目は、たまり場＝サービスステーショ

ンづくりについて、４点目は、人材、ボランティアガイド等の育成と地域資源、吊橋等の活

用について伺います。 

  最後に、水と森の番人マイスター認定制度について、４点の質問を行います。 

  まちづくりを進める上で人づくりは重要な要素の一つとして、第１次総合計画の中で、地

域で育む地域の宝 未来創生千年の人づくりプロジェクト事業として、生涯学習推進事業と

ともに、水と森の番人マイスター認定制度は、主要事業として明確に位置づけられておりま

す。 

  また、町長も平成24年第１回川根本町議会定例会の冒頭のあいさつの中で、「川根本町に

は山のこと、お茶のこと、その他趣味などいろいろな分野で達人としての技能や知識を持っ

た方々もいらっしゃいますので、このような人たちが活躍できる場をつくるためにも、マイ

スター認定制度を機能していきたいと考えています」と述べられております。 

  まちづくりは人づくりであります。地域資源もそれを活用する人がいて初めて価値が生ま

れます。埋もれた人材の発掘をかねて、卓越した技や知識を持っておられる人たちにまちづ



－89－ 

くりの一端を担っていただくためにも、マイスター認定制度を早急に実施していただく必要

があると考え、以下の４点について質問いたします。 

  昨年６月の全員協議会の席上でのマイスター認定制度の進捗状況と今後の計画についてと

いうことで質問をさせていただきましたが、町当局は「この制度における人材のとらえ方が

難しい、今後の研究課題はどのような方をどのような基準で認定するのかということである

が、今後基準を定めて認定制度を実施していきたい」と答えられております。 

  そこで、通告には２点目の質問になっていますが、まず、第１に、マイスター認定制度に

ついて伺います。２点目に、マイスター認定制度への取り組みについて、３点目に、マイス

ターの活用について、４点目に、マイスターの自己研鑽に対する支援について伺います。 

  よろしく答弁のほどお願いします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの中澤君の質問に対し、答弁を求めます。教育長。 

○教育長（杉山広充君） 中澤議員の質問は、食物アレルギーを持つ児童・生徒に対する対応

ということだったと思います。（１）から（４）というスタイルでしたけれども、質問内容

が独立しているものではなく、状況を述べるにすべてが関連することから、一連のスタイル

で答弁させていただきたいと思います。 

  また、中澤議員が（４）で述べられている食物アレルギー教育＝食育とのお考えは、適当

ではないように思います。食物アレルギーに対する対応は、他のアレルギー及び疾病等と同

様に学校保健での対応であり、個別対応の世界の話であります。現に各学校においては、食

物アレルギーを取り立てて保健の授業等で取り上げる話ではなく、様々なアレルギーや疾病

等と同様の教育対応となっております。 

  ここで中澤議員の言われる教育の概念が不明ですが、食物アレルギーに対する考え方とし

て、極論でありますが、卵はアレルギー反応を示す子がいるので危ない食材ですといった対

応にはならないのはもちろんのこと、アレルギーとは何かといった一般論を教育の中で対応

する話であり、個々のアレルギーの状況や対応策、なぜこの子はこの食材が食べられないか

といったことは、教育、食育ではなく、個別の健康対応と考えられます。 

  あくまでも個別の話でありますので、プライバシーが関係するのはもちろん、各学校も同

様の認識をしております。ですから、今からの答弁については、この考えに基づき答弁をさ

せていただきます。 

  当町における食物アレルギーを持つ児童・生徒に対する対応に関しての御質問であります

が、各学校においては、新入学時説明会の席上、保護者に食物アレルギーに限らず、様々な

アレルギー疾患や健康上の何らかの配慮が必要である児童・生徒に関してその旨を申し出る

よう依頼をし、学校生活において具体的な対応を求める場合には、医師による学校生活管理

指導表の提出をお願いしています。 

  学校では、提出された学校生活管理指導表において医師が何らかの具体的な対応が必要で

あると判断した児童・生徒に関して、保護者と校長、養護教諭、学級担任との面談を実施し、
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対応を協議して、食物アレルギーに対する対応を求められた場合には、この面談に栄養士も

出席し、学校生活及び学校給食における注意事項について情報の共有化を図り、事故の発生

を未然に防ぐための対策を講じております。 

  食物アレルギーに限らず、児童・生徒の健康に関する事項においては、家庭・学校・教育

委員会において常に連絡調整を密にし、情報の共有化を図りながら対応しているところであ

ります。 

  現在、当町の学校給食において実施している食物アレルギーに関する対応としては、保護

者の方に給食の使用食品を記した献立表を配布するとともに、さきに申し上げました食物ア

レルギーに対する対応が必要な児童・生徒には、調理の過程でアレルギー原因食品を加えな

い給食を提供する。また、単品の牛乳や果物を除く除去食対応やアレルギー原因食品にかわ

る食材を使用し、調理した献立を提供する代替え食対応をできる範囲で対応するとともに、

これらの児童・生徒の保護者へは個別にその対応状況を記した文書を配布しております。 

  現在、このような対応を実施している児童・生徒は12名おりまして、その原因食材として

は乳製品、卵、ナッツ類、キウイ、オレンジ等の果物と様々な状況であります。 

  今後につきましても、学校とのさらなる連携を密にし、アレルギーを持つ児童・生徒につ

いての正確な情報の把握に努め、症状により個別の対応が必要となる児童・生徒につきまし

ては、アレルギーの原因となる食物を摂取しないように保護者と連携し、きめ細やかな対応

ができるよう引き続き努めていきたいと思います。 

  食物アレルギーに対する対応は冒頭申し上げましたとおり、他のアレルギー疾患等と同様

に、学校保健としての対応であると認識しております。学校生活において一般児童・生徒に

も食物アレルギーの存在を理解させ、食物アレルギーの子供への偏見を持たないよう指導す

ることや、アレルギー症状が重症な場合、自分が食べなくても給食の配膳や片づけをするだ

けで症状があらわれる場合もありますので、それぞれの食物アレルギーを持つ子供に必要か

つ十分な配慮をしています。 

  このことにより、他の児童・生徒にも食物アレルギーを含めた健康のあり方や、集団生活

において他の人を思いやる姿勢についても考えさせる糸口となるよう取り組んでいるところ

であります。 

  以上、答弁させていただきます。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 次に、観光振興による地域の活性化についての御質問、まず最初に、

江戸しぐさによる品格のある邑（むら）づくりについての御質問でございます。 

  川根しぐさと私時々申し上げているわけですが、御存じかと思いますが、江戸時代ですね、

江戸の町方の中に江戸しぐさというような、いわゆる商人道みたいなものが広がったわけで

ありますけれども、例えば小路を歩くときには肩と肩がぶつかったり、触れ合うことのない

ように、一方の肩を引いてお互いにすれ違うときに、肩が触れ合わないようにすれ違ったと
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か、あるいは雨が降ったときには傘のしずくが相手にかかならいように傘をかしげてすれ違

うとか、そういう町方の人々が円滑に過ごしていけるような、そういう生活の知恵みたいも

のが広がっていったわけでありますが、この江戸しぐさにそういうものがこの地域にも何か

できるんではないかなということから、川根しぐさということを申し上げております。こう

いうものが定着することによって、この地域、川根地域に入ってくると、よその地域と違っ

た空気、そういうものを感じていただける。それがある意味で県が今言っております美しく

品格のある邑づくり、邑連合、そういうものを立ち上げたわけでありますけれども、そうい

う品格にある邑につながっていくのではないかなという思いから申し上げております。 

  それでは、お答えを申し上げさせていただきます。 

  川根しぐさによる品格ある邑づくりには、川根らしく生活する町民の皆様の主体的取り組

みが欠かせません。町民が自然豊かな環境の中でこれまでどのように環境を守り、育んだ文

化や生活を思いおこし、豊かな自然の中で誇りを持って生活する姿や、伝統や文化を大切に

し、守り伝える姿、お茶や林業に対する思い、熱い思いなどをエコツーリズムや千年の学校、

川根時間、ＮＰＯの活動、徳山のときどんの池など、地域独自の活動や伝統芸能など現在行

われております様々な活動を結びつけ、訪れるものに伝えていくことが品格ある邑づくりに

よる地域振興につながっていくものと考えております。 

  次の御質問のファムトリップ事業につきましては、主に旅行業者の旅行商品開発担当者を

招き、町内の観光施設を旅行商品に組み込んでもらうために行っている事業で、これまで年

に一、二回ほど行っている事業であります。関東から中部地区、関西地区の旅行業者を対象

に行うことが多く、台湾や韓国の旅行業者を対象に行ったこともございます。ファムトリッ

プの範囲は、県中部圏域や流域の市町村、島田市との共催などで行っております。 

  昨年の関越自動車道路のバス事故以来、静岡県中部地域は関東圏からの日帰りバスツアー

は乗務員が２名以上必要になったため、関東・関西圏からの日帰りツアーは激減しておりま

す。 

  このような状況の中、周辺市町村と連携し、宿泊のツアーコースを旅行会社に提案してい

くファムトリップ事業は重要となってきております。 

  次に、レールパーク構想についての御質問ですが、議員も先日大井川鉄道の伊藤社長より

大井川鉄道の現状についての報告を全協でお聞きになったと思いますが、当然住民の大切な

足としての大井川鉄道を様々な面から支援していかなくてはならないと思っております。 

  今回、ＳＬの終点であり、井川線の起点となる千頭駅にはＳＬの汽笛が「音風景百選」の

１つに数えられたことから名付けられた音戯の郷があり、これらの再生も念頭に、鉄道沿線

全域をエリアととらえたレールパーク構想を研究・検討する場を設けたいと考えております。 

  平成25年度には、鉄道沿線千頭駅周辺における課題の発見、解決すべき事項、構想実現の

ための具体的な施策など検討会議を定期的に開催したいと考えております。メンバーにはコ

ーディネーター役を有識者にお願いし、景観アドバイザーや鉄道・観光関係者、地元の方々、
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また外部からは旅行者、鉄道マニア、ＮＰＯ法人などに参加いただき、行政とともに様々な

アイデアを出し、レールパーク構想の提言をいただこうと考えております。この提言をも

とに、翌年以降レールパークの設計、着手と順を追って進めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、たまり場についての御質問ですが、自家用車で訪れる観光客やＳＬ乗車目的で来ら

れる団体客に対して、大井川流域の各地区が単なる通過地点にならないためには、各地区に

あります様々な観光資源を発掘し、地場産品とあわせてＰＲする場所として、たまり場の創

設をしていくことが地域全体の振興につながっていくものと考えます。そのためには、ハー

ドの整備も必要となってくるかもしれませんが、まず地域の人々がそれぞれの地域の魅力、

地域の資源に気づくこと、さらに町を訪れる人が何を求めて来町するのか、そのニーズにこ

たえることができるのかを探っていくことも必要と考えます。各地域の方、商工会、農業団

体や行政が協働し、共通の認識を持ってそれぞれの地域に合ったたまり場を考え、創設して

いくことが重要であると考えております。 

  次に、人材育成と地域自然の活用についての御質問ですが、近年、旅行者のニーズの多様

化により、体験型・交流型の要素を取り入れた新しい旅行形態である産業観光、エコツーリ

ズム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズムなど、いわゆるニューツーリズムへの期待が

高まっております。しかし、いずれの形態のニューツーリズムであっても、最初の課題は地

域資源の発掘と人材育成と言われていることは御承知のとおりであります。 

  川根本町のエコツーリズムネットワークでは、幾つかのプログラムが提供できるまでにな

ってきておりますが、町内には多くの吊り橋をはじめ、様々な観光資源があり、旅行者のニ

ーズも数多くあるわけですが、その多くは資源とニーズを結びつけることができていないの

が現状であります。近隣の市町村では、行政の支援を受けずに頑張っておられるボランティ

アの観光ガイド団体も幾つかございますが、川根本町におきましては、町の中からボランテ

ィアによる観光ガイド団体が自発的にあらわれるのを待つのではなく、エコツーリズムで現

在実施しているプログラムは徐々に自立させ、新しい観光資源によるプログラムと新たなガ

イド、新たなプログラム提供者を育成していくとともに、エコツーリズムで培ったノウハウ

を用いて産業観光やグリーンツーリズムなどの商品開発をしていく取り組みが必要と考えて

おります。 

  次に、マイスター制度について御説明いたします。 

  議員がおっしゃるマイスターの認定制度は、総合計画の主要事業と位置づけられており、

総合計画後期計画にも主要事業として位置づけております。人材育成は人を育てること、そ

してマイスターはプロを認定登録するといったイメージがあります。これまでもマイスター

制度について検討は重ねてきました。マイスターの響きには、卓越した技術・知識を有する

人というイメージがあり、認定基準を明確にしていくと大変厳格なものとなってきます。 

  例にとると、お茶のマイスターをといった場合に，本当に選考に悩んでしまうのではない
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かと感じております。 

  考えるのに、議員の提案にもあるように、この町には山のこと、鳥のこと、草花のこと、

お茶のこと等卓越した知識や技能を持っておられる人たちがたくさんいる。全くそのとおり

だと思っております。マイスターの制度の中で、まさしく森と水の番人にふさわしいコンシ

ェルジュのようなイメージの認定をしていきたいと考えています。鳥の案内人、草花の案内

人、お茶の案内人、あるいは大井川の案内人などたくさんつくっていくことで、その方々の

案内で町内を訪れる方がさらに川根本町のファンになっていただけると思いますし、また、

次世代にもその卓越した知識、技能を伝承していっていただきたいと考えます。 

  そのための知識・技能を高めるための研修の紹介、支援やサポートについて町が取り組ん

でいかなければならないことだと思っております。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、アレルギー問題ですが、先ほど見解の違いではあるかと思いますが、アレルギー教

育は食育ではないというお話がございました。その中で、これは調布市の事故を受けてＮＨ

Ｋで取り上げられた内容でありますが、アレルギー教育というのは、食を学ぶことであると

いうことと、先ほどアレルギーを持った生徒に偏見を抱かないという教育長のお話がござい

ました。ともに生きる社会ということで、その子供がアレルギーがあるから、その子供だけ

お弁当を持ってくる、そういうことを理解させる。それもまさに教育であり、食育の一つだ

と考えます。 

  その中で、米粉を使ったホットケーキというものが子供から提案され、そうすれば今まで

小麦粉を使ったホットケーキを食べられないＡさんという方が、その子供も一緒に食べられ

る。ともに共感し合う、こういうアレルギーを持った子供がいるという理解、それも教育の

一つだと考えますが、その点についてもう一度教育長の方から答弁を伺いたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 教育長。 

○教育長（杉山広充君） 今中澤議員からアレルギーを持った子供の変化等々お話がありまし

たけれども、先ほども申し上げましたけれども、そういう子供さんがいると、これは回りの

理解が当然必要だと思います。そのことによって子供たちの人を思いやる心、子の育成、そ

れが教育だと思います。それともう一つ、米粉を使った料理ですか、そのことも出されまし

たけれども、それは家庭科の授業等において十分なされることと思います。その中では家庭

科のねらいを達成すべく授業を実施していく、そのようなことになります。その中にもやは

りみんなで理解し合っていくと、行政の考えですね、それは当然あると思います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 先ほど子供の状況、町のとっておられる対応等についてきめ細かな説
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明をしていただきました。この中で私がお尋ねしたかった点につきましては、例えば万が一

アナフィラキシーショックというものを起こした場合の対応というものも含めて、教育委員

会の考えを伺いたいと思いますので、もう一度答弁をお願いします。 

○議長（板谷 信君） 教育長。 

○教育長（杉山広充君） 今、事故が起こった場合のことを質問されましたけれども、これは

そのようなことが起こらないように最大限努力していく、そういうことであります。 

  ただし、万が一そのようなことが起きた場合、早急に医師等の連携を密にして、処置をし

ていくと、そのようなことになると思います。 

  しかし、今申し上げましたけれども、そのようなことが起こらない、起こさない、このこ

とが前提条件になると思います。ですから、本町の給食センターにおいても、万全の配慮を

しております。これは学校給食運営委員会がありますので、その中でも十分話し合いを持ち、

努力をしております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 起こらないようにするということですが、やはり万一の、この場合、

調布市の事故も、教育担当の教諭が少しでも配慮をしていたら防げた事故ではないかという

ことが検証されております。その後起こった後の対応も、校長先生がお見えになって、エピ

ペンという注射をされるまでの間が非常にかかっていたということで報道をされております。 

  この中で例えば起こった場合の必要な適切な判断ということで、それが非常に大切になり

ますが、アレルギー反応とその深刻度の正確な判定ということが非常に大きな要素となって

いるということを専門の方からお聞きいたしました。それと病院への搬送、エピネフリンと

いうか、ボスミンというようなものがあるということですが、その静脈への注射、この注射

についても、報道では非常に打つ時期と場所、それというのが非常に難しいというお話も聞

いております。これらが30分以内で行われた場合は、非常に救命率が大幅に上がるというこ

とであります。30分以内で搬送が不可能であれば、エピペンというそうですが、簡易自己注

射キットがあって、それを注射することによって、それはＡＥＤと同様の役割を果たす、救

命の手段ということであります。 

  そこで、これは確認をさせていただきたいですが、町内にそういうものの在庫があるのか、

そういうことも把握しておくべきではないかというふうに考えますし、教師に対してアナフ

ィラキシーの理解を深めていただくための講習、これもぜひ必要だと考えますが、その辺に

ついて意見を伺いたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 教育長。 

○教育長（杉山広充君） 今、中澤議員がお話された事例ですが、それはたしか私の記憶です

と、その児童は自分の給食を、個別の給食を食べてしまった後おかわりをしたと、そして友

達もいいですよとやったと、それによって引き起こしたと。そしてそのことを担任がうっか
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りして知らなかった。それで17分ですか、17分間たった後、校長が気づいて注射をしたけれ

どもうまくいかなかった。そういう事例だったと思いますけれども、やはりうちの町にも12

名おりますので、12名の対応、それぞれ違います。そのことについても、もう一度再確認を

したいと思います。どのような、万が一のときにはどのような対応が必要なのか、もう一度

そこら辺は十分調査をして、それなりの対応をしていきたいと思います。 

  中澤議員のお話はあくまでも特殊なケースと、そういうことだと私は考えております。で

すから、うちの本町では特別食の子供におかわりということはさせていないと思います。学

校でおかわりということで、それはされた事例だと思います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 確かに特殊なケースというお話がございましたが、やはり万が一とい

うことは起こり得る可能性もあるということで非常にいろいろなアレルギーを持つ子供たち、

多様化しているという、先ほどいろいろ私たちではとても考えられないような、キウイフル

ーツに反応したり、オレンジに反応したりする子供たちがいらっしゃるということもお聞き

しました。 

  その中で、やはり静脈注射を行うに、ＡＥＤと同じような役割をするというエピペンの在

庫と期限、そういうものの把握というのは必要だというふうに考えます。これは有効期限が

１年半ぐらいだということも聞いておりますが、やはりこういうものはどこにどれぐらいの

在庫があるか、確認していく必要があると考えますが、その辺について御意見を伺います。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） その件についてお答えしますけれども、アナフィラキシーショック

についてエピネフリン、この投与はどうかという関係ですけれども、これは医事法の関係で、

本来教職員は打ってはいけないという行為になっています。調布市の場合も、それは保護者

との相談の中において、同意のもとにおいて用意をしておいたということに思っております

けれども、当時教職員がその状況を知り得なかった、たまたま知り得なかった教職員がいた

ということで対応が遅れたと。最終的に校長が当然管理しているものですから、そこでエピ

ペンを打ったということになっていると思いますけれども、当然そういうアレルギーを持つ

子供がおられる場合は、医師も介入させてそれから学校長、それから教職員と、栄養職員も

そうですけれども、そういう対応の中でもって備蓄をしていくということでありますので、

当然そういう事象があれば備蓄をしていかなければならないんですけれども、現在において

は、そういうまだ保護者からの申し出がないというのが現状だというふうに理解していただ

きたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 次に、観光振興について先ほど町長の方から詳しい御説明をいただき

ましたが、再度確認をさせていただきます。 



－96－ 

  まず、たまり場のサービスステーションづくりということで、地域において地域独自でそ

の場をつくっていくことが大切だというお話がございましたが、現在、歩道が整備されてお

ります松島、あそこは今塩郷の吊橋で非常に土日、祝日には多くの観光客が訪れております。

あそこにひとつ四季の里のような建物を建てて、そこで地場産品、地元のおじいさんやおば

あさんがつくっていらっしゃる、そういうものを、野菜等を販売し、さらに情報を発信して

いく、そういうようなものを建てる。今後、観光振興計画ができておりますので、その中で

考えていらっしゃるのかどうか、伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（筒井佳仙君） 町長の答弁にもありましたように、地域に合ったたまり場と

いうことで、例えば塩郷の吊橋が非常に観光資源となっておるわけなんですけれども、やは

りあそこを周回できるようなルート、向こう側に行くとこういうものがあるよというような、

そういう周回ルートをまずつくること、その過程において向こう側に何か産品を売るものが

あった方がいいか、こっち側にあった方がいいかということをやはり地元の人たちが、地元

の人たちと協議しながらそのような施設が必要なのか、提供できるのかというのを今後検討

していきたいと考えております。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 確かに地域にあったたまり場ということで、地元との協議というのは

必要だと思いますが、なかなか前に進まないというか、現在、梅高地区にある温泉、あの辺

に温泉スタンドがございますが、あそこを利用した地域の整備ということでいろいろな検討

をされておりますが、なかなかいい案が出てこないというようなこともございますので、で

きるだけ町の持っている情報等を提供し、そういう場を積極的につくっていただく、そうい

うようなことをやっていただきたいというふうに考えます。 

  次に、ボランティアガイドということで、非常に観光の振興においては人というものが大

切になってきます。エコツーリズムネットワークの事業が実施され、ここ数年非常にリピー

ターの方が増えて川根本町に訪れる方も多くなっております。ですが、それを案内するイン

タープリターというんですか、案内人、翻訳者という方々が限られております。ですので、

そのような人たちを育成する場を、ぜひ行政の方にそういう研修の機会というですか、養成

の場を設けていただきたいと考えますが、その辺についての考え方を伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（筒井佳仙君） 今エコツーリズムに限らず、ニューツーリズムと言われてお

ります観光による地域振興を全国的に図って、どこの自治体においてもそのような活動を今

しているわけなんですけれども、やはり一番のネックになってくるのが人の問題であります。

ボランティアガイドという形もあるでしょうし、有償のプロのガイドも欲しいでしょうし、

全く自分たちはガイドじゃないんだよというふうな方も含めまして、やはり地域の自分たち

の住んでいるところがこういう魅力があるんだよというものをまず気づいてもらって、それ
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を観光に来られた方に伝えてもらう、それが観光客の満足度向上に物すごく影響しますので、

やはりそういう住民全体の方に地域の魅力について知ってもらうというふうな活動も重要か

と考えております。 

（「おい、傍聴聞こえないよ。傍聴にも聞こえるように。マイクが聞こ

えない」の声あり） 

○議長（板谷 信君） もう少し大きな声で言うように。 

  傍聴席静かに。静粛にしてください。 

  これから後で結構です。 

  傍聴席からの不規則発言は禁止します。 

  ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 再度、人の育成というのは非常に大切ですので、現在、どのようにボ

ランティアの育成というですか、案内人と呼ばれる方の育成というものが行われているのか、

再度伺います。 

  以前、観光協会で静岡空港ができることに際して中国の方、そういう方たちを雇用して地

元を案内する、そういうような育成をしようという改革があったと思いますが、その進捗状

況、これからどうしていこうかということ、確かに地域の人たちがすべての魅力を語ってい

くということは必要だと思いますが、なかなか現実として地域の民話、歴史、文化、そうい

うものを語っていただける人というのは、なかなかいないわけです。ですから、講習会のよ

うな機会を設けていただきたいということでありますので、その辺についても再度伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。大きな声でお願いします。 

○商工観光課長（筒井佳仙君） ガイドの育成の進捗状況という御質問ですけれども、町内で

はフォーラムですとか、様々な勉強会をやってきております。ただ、そのフォーラムなどを

行いましても、やはり参加される方は興味のあるほんの一部の方、あるいは町外の方が多く

参加ということで、そこに参加されない一般の方をどうやって引き込んでいったらいいのか

というのが今の課題だと考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） ぜひ人材の育成というものは、まちづくりにとっても欠かせないもの

でありますので、積極的な取り組みを期待しております。 

  次に、地域の資源ということで川根本町には塩郷の吊橋をはじめ、いろいろな水力発電の

関係の遺産が近代遺産と言ってもいいようなものが残っております。高郷にございます水路

橋についても、先人の厳しい時代につくられたのであるということで、私は立派な産業遺産

だというふうに考えております。 

  この中でやはり吊り橋を生かした、川根本町は吊り橋の町ということで新聞にも報道され

ております。その中で、今青部の吊橋が皆さんも知っているような状況にございますが、こ
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の近代遺産を活用した観光の振興について御意見を伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（筒井佳仙君） 吊り橋を観光にという御質問でありますけれども、接岨峡に

あります八橋小道（やっぱしこみち）のように、最初から観光客が通ることを前提につくら

れた吊り橋はかなりの強度を持っておりまして、大勢の方が乗っても大丈夫なようにつくら

れてはおりますが、それ以外の吊り橋につきましては、元来観光目的でつくられたものでは

なく、農作業ですとか、山に行く方数人が通ることを前提につくられたものであります。そ

のため、団体客が大勢乗るということができませんので、定員制限を設けております。 

  ただ、その観光客が大勢来て事故がないように、そこでどうやって定員を守っていただけ

るのかというようなことを今後検討していきながら、どういう方法で定員を守っていただけ

るようにするのか、今後検討しながら、貴重な吊り橋を有効に活用していきたいと考えてお

ります。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 吊り橋の活用ということで今お話をいただきました。吊り橋だけでは

なくて産業遺産と思われる建物というのは多々ありますので、そういうものもこれからの観

光振興の中では生かしていく必要があるというふうに考えます。 

  最後になりますが、マイスター制度について質問をさせていただきます。 

  なかなか認定の基準というのは難しいというお話がございましたし、やはり町長も必要性

を非常に感じていらっしゃるという御答弁がございました。これからの取り組みについてど

のような形でこれを実施していくかということについて伺います。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（羽倉範行君） 個々の取り組みということでございますが、まだマイスター制度、

確立をしておりません。それこそ議員もおっしゃるように、この方向性ですね、山のことだ

とか、鳥のこと、草花のこと、お茶のこと等、たくさん卓越した知識や技能を持っておられ

る方がたくさんいるということでございます。そういった方向で、今もエコツリーズムとか、

そういった観光商品が出ておりますが、そういった方々にも携われるような案内人ですか、

等も育成をしていきたいと。 

  また、この方たちもエコツーリズムだけではなく、地域でも活躍していただける場をつく

っていきたいと思っておりますし、今後このような研修の場をつくったり、また、補助制度

ですか、自己研鑽に努めるための補助制度を支援しながら制度をつくっていきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、中澤君。 

○２番（中澤莊也君） 今企画課長から御答弁ございましたが、やはり人づくりというのは、

再度申しますように非常に大切なものであるということですので、早急に方向性を決め、こ
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の認定制度の実施に当たって取り組んでいっていただきたいと思いますし、研修場を設ける

ということですので、これについても計画を立て、年間で何度かこういう研修を開催され、

これからの森の案内人となるような人たちを養成していっていただきたいというふうに考え

ます。 

  これで私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（板谷 信君） これで中澤君の一般質問を終わります。 

  続いて、１番、長塚君の発言を許します。１番、長塚君。 

○１番（長塚 誠君） 今月は予算特別委員会がございまして、来年度に向けまして取り組ん

でいただきたい事業や確認させていただきたい事業など幾つかございます。それらのほんの

一部ではありますが、質問させていただきます。 

  予算委員会の直後ということもありまして、予算額などに触れることも多くなりますが、

この点も御了承いただきたいと思います。 

  通告させていただいたテーマは、４つございました。議会だよりの速報版とはちょっと順

序が変わりますが、この点もよろしくお願いいたします。 

  １番目に、林道事業につきましてお話をさせていただきます。 

  当町は90％以上が山林ということで、どうしてもそこへの山林の活用、アクセスとかで林

道関係の事業がずっと重要な仕事だったと思うんですが、総額で建設課さんがもちろん多い

わけですが、産業課さんの簡易作業路とか、そういったものも含めますと、トータルで２億

3,000万円ぐらいの林道関連予算が見られます。森林の活用ということで重要な事業で、長

い間努力されて積み上げてこられたものであるわけですが、逆に時代の産業としての変化と

いいますか、よく言われます費用対効果みたいな面も時代の中で大きく変わってきてまいり

ましたし、あとやはり里山の再生といいますか、親しめる、できたら雑木林に戻せないのか

とか、里山道をみんなで、家族で歩きたいとか、そういうような時代の変化とか、あるいは

そういったものが比較的費用がかからない中で保水や治山にもつながったり、あるいは様々

な観光への好影響も実はあるのではないかみたいな、そういうような時代の中でこういった

多額の予算を、林道事業を含めながら里山再生みたいな事業の方にシフトしていけないのか、

新しい公共事業としてこういった予算の組みかえみたいなものを考えていく必要があるので

はないかという点が１点でございます。 

  ２番目のテーマですが、これは主にお茶の方の市場開発支援事業という点でございます。

一生懸命お茶の生産に取り組んできてくださっておりまして、生産支援も一生懸命なさって

きて、しかしながら、なかなか販売が難しいといいますか、販売に結びつかないということ

をよく毎年言われております。この辺の取り組みがなされてきているわけですが、いずれに

しましても、川根本町の現実といいますか、現場が重要と思われますが、その辺の中でどの

ようにこれから販売に結びつけられる支援策が行われるのかということだと思うんですが、

この点もまたお聞きしたいところでございます。 
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  ３番目のテーマが、この前の中澤議員の方の観光の方でも随分語られまして、ちょっと重

なる部分もございますが、私の場合は特に大井川鉄道さんとの共生について絞って伺うとい

うことになります。 

  大井川鉄道の伊藤社長が議会にもお見えになって、非常にできる限りの努力をされてきて

いることは伝わってまいりました。遠来のお客様に川根路を楽しんでもらう施策を地域全体

で考えていただきたいというようなことをおっしゃっておられました。あと未来的には、静

岡空港とうまくリンクして団体客を呼び込めないかなというふうなことも考えておられるよ

うでした。 

  町の方でももちろん多くの取り組みをなさっておられます。これはすべて大井川鉄道さん

に関する事業ではございませんが、レールパーク構想やＳＬフェスタ、それから大井川沿線

の景観整備、町営バスの運行、デマンドタクシーの運行、公共交通費の運賃の助成、外出支

援とか、こういったものは何らかの形で大井川鉄道さんと連携できる、また連携してきてく

ださっているわけですが、総額来年度6,000万円から6,500万円ぐらいがこういう関連の予算

のように見受けられます。今までどおり今後も大井川鉄道さんとの連携、共生をお願いした

いものでございます。 

  あと新しい動きとしまして、島田市さんが川根温泉さんにホテルをつくるという、もう間

もなく本体工事というんですか、工事が始まるようですが、その辺に関しまして、島田市長

がちょっとインタビューでこのように述べておられます。 

  ちょっと長くなりますが、桜井市長の発言です。川根温泉ホテルに関する件ですが、「ヒ

ノキの露天風呂やキッチンがついた長期滞在の和室が８室、あとは上ランクのビジネスホテ

ル仕様にし、大浴場をつくります。部屋数は42室で、宿泊人員は約150人、宿泊料金は市民

が１泊5,000円、市外の方が6,000円の予定です。100人ぐらい入場できるホールをつくり、

宿泊客の食事のほか、結婚式や法事などで市民も利用しやすいようにしたいと考えています。

食についてもいろいろ考えて、山でとれるイノシシやウサギ、アユやヤマメ、山菜など堪能

いただきたく、イノシシ鍋は肉がやわらかくておいしいからきっといい名物料理になると思

う。ホテルの近くに食肉センターもつくる予定で、このホテルや食肉センターによって80人

ほどの雇用が創出される。職を増やして若者の流出を防ぎ、川根地域や伊久美地域をもっと

元気にしたい。理想を言えば、最寄り駅の笹間渡駅に千頭行きのＳＬが停車してもらいたい

のだが、この場所は上りの勾配がきついので停車できない。逆方向の下りの場合は停車でき

る。そんなことも含めて家山駅からシャトルバスを出そうとか、ジープみたいなもので河原

を走ってアクセスしていただくのもいいとかいろいろ考えています。ホテルは平成26年初夏

の開業予定です。そのときはＳＬとうまくコラボレーションして、記念イベントを開催した

い」と、そのようなインタビューでの発言をしております。来年の夏にはホテルが開業する

ということで、こういった動きの中で当町の役割、連携みたいなことも考えていかざるを得

ないというふうに考えております。この辺につきましても、お考えをお聞きしたいと思います。 
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  最後のテーマですが、ＦＭ島田コミュニティ放送とのかかわりのことについてちょっと質

問させていただきます。 

  よく防災のときに、例えば電源を東北大震災のときのように失った場合どうなるかという

ようなことがよく問題になりますが、乾電池があればラジオの中からＦＭローカルコミュニ

ティ放送が聞こえれば、非難指示や避難勧告、あるいは避難者リスト、避難所情報、食糧情

報、飲料水情報、医療情報などが聞こえてきます。すべて川根に関してということはお願い

できないかもしれませんが、しかしながら、地域ローカル情報が流れてくることによっては、

公助ができない部分を共助といいますか、あるいは自助のための情報収集として役立つので

はないかということを言われております。 

  あるいは日常的にも政策番組として道路や鉄道情報、天気予報、それから地域の安全・安

心だより、今島田、志太榛原は、お茶の魅力とか、川根散歩とかというような政策番組をつ

くられておられるようです。 

  現在、中継局はＦＭ島田が４本持っておりまして、自治体が４本持っておられるようです。

伊久美、金谷、笹間に関しては島田市さんだと思うんですが、昨年３月から吉田町さんも中

継局をつくられました。 

  そのような中で、当町でも例えば、これは仮になんですが、白羽山１カ所につくられれば、

７割ぐらいが受信が可能になるというようなことでございます。あるいはテレビの、これは

ちょっと私も知識がないので間違っているかもしまれせんが、テレビのデジタル化によって

空いてきているアナログ用の中継所なんかの施設がありますので、この辺が使えたりすれば、

比較的費用がかからない中で受信ができるのかな、なんて思ったりもいたしますが、この点

もお答えいただきたいと思いました。 

  以上、４点でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの長塚君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） それでは、長塚議員の御質問にお答えいたします。 

  予定していたものとちょっと順番が狂ったり、趣旨のちょっとわかりにくいところがある

ものですから、しっかりしたお答えになるかわかりませんけれども、まず用意したものを説

明させていただきます。 

  林業事業についての御質問でございます。 

  林道整備事業を費用対効果、環境保全の視点などから事業への取り組みについて伺うとい

う御質問でございますが、川根本町では林道事業整備を国庫補助金や県単独事業等を活用し、

計画的に実施をしております。 

  平成25年度は12路線で事業を実施する計画で、開設工事が３路線、改良工事が８路線、舗

装工事が１路線という内容でございます。 

  補助金を活用して林道事業を実施するについては、国・県の事業審査を受ける必要があり、

その中には費用対効果についての審査項目もございます。一定の効果指数以上なければ補助
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事業には採択をされませんが、本町で実施している事業については、一定以上の効果指数が

確認されており、費用に対する効果は十分期待できるものと考えております。 

  次に、環境保全についての御質問でございますが、掘削した後の法面にはできる限り緑化

を図ることや、法面保護材として間伐材を利用するなどして林道周辺の景観に合うような工

法を選定し、実施しております。 

  また、必要な箇所には小動物が自由に通行できるよう、林道法面に小動物が駆け上がりで

きるような傾斜路を設置するなど、自然保護に対する工種工法も極力選定し、実施をしてお

ります。 

  なお、大規模な林道開設を計画する場合におきましては、環境アセスメントを実施し、自

然保護に十分な対策を講じてまいります。 

  今後も森林施業の効率化を図り、安定した林業経営が図れるよう、環境保全には十分配慮

しながら林道網の整備を進めてまいります。 

  次に、市場開発調査推進事業についてお答えいたします。 

  この事業については、平成22年度茶価の低迷が大きく農家にのしかかった当時、何とかし

て販路が拡大できないかと、当初は中国との輸出を検討したのが始まりでしたが、もう少し

国内でできることはないかといった議会の提案もあり、お茶関係者との話し合いの中、まだ

まだ川根茶が知られていない関東圏での知名度の向上や地元において展開できるお茶のＰＲ

について推進していくことになりました。これまでも何度か議会等でお話をしてきましたが、

関東圏においては平成23年度、平成24年度と川根茶の大型の駅張りポスターや地下鉄の窓の

上に掲げますポスターの掲示、新宿アルタや銀座のホットビジョンなど、大型ビジョンによ

る川根茶のＣＭの放映、池袋の映画館、主要駅の多面モニターによるＣＭ放映など、新茶の

時期に合わせて展開をいたしました。 

  また、東京都内で農業経営振興会、茶業組合、大井川農協、観光協会などの協力を得なが

ら、川根本町、川根茶のイベントも行ってまいりました。「神秘的なまでに滋味（じみ）」

とうたった、まさしく川根茶といったキャッチコピーと幻想的なポスターは大きな反響があ

りました。 

  また、平成23年11月に農業経営振興会が福島県の浪江町の方々に、避難先である二本松市

内において元気が出るようにと川根茶の呈茶をしてくださいました。そういった活動にも支

援をいたしております。 

  町内においては、寸又峡からおいしいお茶を提供しましょうということで、旅館・飲食店

関係者の方々にお茶の入れ方教室に参加していただき、お茶と観光の連携による取り組みも

始まりました。 

  また、農家さん自らも来町者においしいお茶を飲んでいただき、川根茶のファンになって

いただこうと、平成23年12月から６軒の農家さんが「川根茶縁喫茶」をオープンしてくださ

いました。現在は４軒増え10件の農家さんによる呈茶が行われております。この間、テレビ
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雑誌、新聞等で紹介されるなど大きな反響がありました。 

  そのほかポスターと同じデザインのお茶のパッケージの製作やバス広告、ホームページの

開設とデザインを統一した形で川根茶のＰＲをこれまで展開してきました。 

  また、平成23年８月には、全国茶品評会において、１位、２位、３位を独占する快挙に町

内が沸きました。当然産地賞も授賞し、大変な追い風になったと思います。このとき、町で

は授賞茶を買い上げ、町内外様々な場面で入賞茶を紹介いたしました。これまで町内の方々

も入賞茶を飲んだという経緯は余りお持ちでなかったと思いますが、これぞ頂点のすばらし

い川根茶を味わっていただき、川根茶のファンをたくさんつくったのではないかと思います。 

  また、お茶と一緒に提供できるスイーツの開発や、海外への輸出の可能性についても諦め

ないでほしいとの関係者の声もたくさんあり、今年度市場開発調査推進事業最終の年度、ま

た３月という時期となってしまいましたが、本物嗜好でかつ富裕層が多いニューヨークのレ

ストラン・フードショーに澤本園さんの御参加をいただき、３月３日、４日、５日と出展し

てまいりました。３日間で1,200人に呈茶をし、240企業との情報交換をしてまいりました。

「これまでに飲んだことがないすばらしいお茶だ」、現地での評価は高く、今後の販路の拡

大に期待が膨らむものであります。 

  また、スイーツの開発においては、川根本町スイーツ開発研究会が地元で発足し、新名物

の開発に取りかかってくれております。17日にはその研究の成果を寸又峡で県内の働く女性

の方20名に審査をいただき、御意見、評価をいただいたものです。次年度以降も引き続き開

発研究を重ね、商品化につなげていきたいと考えております。 

  さて、何をもって成果というのか、それは大変難しいことだと思います。茶価が上がれば、

川根茶が売れたら、それを成果というのかもしれませんが、現実はそうそう甘くはないし、

すぐに結果が見えるものでもないと思っています。この事業を推進する２年間の中で、関係

者の御意見についてくまなくやってみようと様々な事業を展開してきました。その中には農

家の皆さん、茶商の皆さん、観光関係者、様々な皆様の協力によりなし得たものがほとんど

であります。事業展開する中で、住民の何とかしなくてはというやる気のある方が多数名乗

りを上げてくださったことも大きな成果であります。平成25年度以降も市場開発支援事業と

事業名を変え、行政が支援すべき部分は引き続き継続していくつもりでおります。 

  次に、大井川鉄道と川根本町の共生についての御質問ですが、議員おっしゃるとおり、通

学や通勤、外出時の公共交通機関として、また、観光交流人口の増加を図るという視点から

も大きな存在となっております。しかしながら、近年、観光客の入り込みも減少する中、Ｓ

Ｌ乗車の利用区間が短縮される傾向など旅行形態も変化し、千頭など奥大井まで足を伸ばす

観光客が減少していることは事実であります。 

  議員がおっしゃるように、平成26年７月には川根温泉ホテルが完成、営業開始の予定と聞

いております。現在でも多くの入湯客を有する川根温泉に宿泊施設ができれば、これ以上に

川根本町への観光客が減るのではないかと心配する声を多く聞いておりますし、心配される
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ところであります。 

  静岡県内でも多くの観光地を持っている中、静岡県を横断するルートは知られているもの

の、大井川をさかのぼる縦のルートは行きどまりということもあり、誘客に苦慮している現

状でありますが、この川根温泉ホテルの完成を機に、観光客を奥大井に引き入れるべく、こ

の大井川筋に数多くある温泉を、例えば「奥大井温泉郷」と銘打って、多くを選択肢できる

観光地になればと考えているところであります。 

  現在、多くの観光客を誘客できるものとして、大井川鉄道には全国的に知られているＳＬ

が走っております。平成25年度には井川線を含めた大井川鉄道沿線一体をレールパークと位

置づけ、大井川沿いのお茶街道、風景街道とともに様々な展開をし、構想の検討会議を設け、

大井川鉄道とも連携し、地域活性化を図っていきたいと考えております。 

  次に、ＦＭ島田の活用についてであります。 

  ＦＭ島田は、島田市と吉田町を放送エリアとしているコミュニティＦＭ放送局です。送信

所を島田市阪本地区に設置し、中継局を島田市内に６カ所、吉田町役場庁舎に１カ所、計７

カ所を整備しております。コミュニティＦＭ放送はＮＨＫＦＭ静岡やＫ－ＭＩＸ静岡エフエ

ム放送などの県域放送とは異なり、市町村単位などの限られた地域での放送を目的としてお

り、出力も小さく、周波数も１波しか割り当てられておりません。 

  このため、山間地域、かつ広い面積の当町で受信するためには、数多くの中継局が必要に

なります。この中継局整備に多額の費用が必要になります。 

  また、周波数の割り当てが１波であるため、同一周波数での混信障害が発生しないよう、

隣接する中継局同士のエリア調整が必要となります。ＦＭ島田の放送エリアとなるためには、

受信できない地域も発生することを念頭に置いて計画する必要があります。 

  災害時の活用については、平成22年３月29日付でＦＭ島田と川根本町の間で、災害時にお

ける放送要請に関する協議書の締結をいたしました。その内容は、災害時等において電話等

における通信が困難な状況が発生した時点で、情報発信の必要がある場合に限り、町がＦＭ

島田に対し放送を行うことを要請することができるというものであります。 

  大規模な災害の発生により道路が寸断され、町全体が孤立化してしまうことが危惧される

ところであります。そのような事態が生じた場合、仕事や学業のため当町から島田市などに

通勤・通学されている方や、島田市に在住されている方に向けて町の情報を伝えることを想

定しております。 

  なお、災害発生時においては、市町村が独自で臨時のＦＭ放送局を開設することができま

す。これはコミュニティ放送局よりも出力をアップして、口頭による免許申請手続だけで臨

時災害放送局を開設することができます。 

  災害発生時には、本庁舎と総合支所内にこの臨時災害放送局を設置することにより、災害

対策本部の取材が容易であり、その場で放送することが可能となりますので、住民の皆さん

に正確な情報をいち早くお届けすることができます。これから機材調達、中心電波聴取エリ
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アの確認、放送スタッフの確保、維持運営方法などを検討していきたいと考えております。 

  観光情報の提供と生活情報の共有についてお答えします。 

  ＦＭ島田は、島田市及び島田市内の事業者が株主となっている放送事業者であり、島田市

情報が中心の番組構成となっています。その放送枠の中で当町の情報をお知らせするために

は、料金が必要になります。例えば平日の朝、昼、晩の３回、１回２分程度の放送には年間

60万円以上の利用料金が必要とされています。 

  平成25年度予算では、観光を中心とする情報をお知らせするため、この平日のみ３回、１

日６分程度の放送ができる予算を計上しています。近隣地域の皆様に情報をお届けすること

でこの地域を訪れる方が増え、地域の活性化につながることを期待しております。 

  ただし、ＦＭ島田は限られた地域での放送です。近隣地域への放送以外にもさらに広範囲

に情報を発信することも検討していかなければなりません。不特定多数の方に一斉に情報を

発信するためには、ラジオ放送は有効な手段です。しかし、庁内でＦＭ島田を視聴できるよ

うにするため、コミュニティＦＭ放送という特性により中継施設の整備に多額の費用がかか

ります。利用料金や難聴対策という問題も解決する必要があります。 

  そのような事情もありますので、来年度予算化しております観光情報と同様に、近隣の地

域に情報提供するという形でＦＭ島田の活用を考えていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ここで暫時休憩いたします。再開は10時50分です。 

 

休憩 午前１０時４１分 

 

再開 午前１０時５１分 

 

○議長（板谷 信君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。 

  １番、長塚君。 

○１番（長塚 誠君） それでは、２番目にお聞きしました市場開発調査推進事業について伺

いたいと思います。 

  来年度予算が833万円というふうな予算化がされておりますが、この辺の来年度の予算づ

けの背景みたいなものを少しお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（羽倉範行君） 市場開発による来年度の予算の内容でございますが、来年度です

ね、ここ３年間続けてきました事業につきまして、また継続して支援していく必要があると

いうものをまた継続事業ということで平成25年度に上げさせていただきました。 

  事業内容はブースでのＰＲ、これはテナントを確保しまして民間の方々に利用していただ
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くというようなことでございます。また、イメージのパッケージの作成を計画をしておりま

す。また、これは産業課の方で予算化しておりますが、今10軒ほど川根茶縁喫茶を開いてお

りますが、その方たちへの支援を考えております。それから、全国茶品評会出展茶の購入、

これは日本一の川根茶のアピールをということでございます。また、今年度行いましたスイ

ーツですね、これを製品化から販売までということで、スイーツの改善点があろうかと思い

ますが、そのスイーツの改良、またデザインとかパッケージ、ネーミング、宣伝等も行って

いきたいと思っております。 

  また、関東圏でのＰＲということで、今回は路線バス、都営バスですか、の側面を使いま

してＰＲを図っていきたいと、こんな計画でおります。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） １番、長塚君。 

○１番（長塚 誠君） この支援事業の目的に、消費者と結びついた農林業の振興ということ

がうたわれておりますが、例えば販売先に応じたお茶、デザイン、パッケージも含めてなん

ですが、ターゲットを絞ってそれに合わせた販売戦略みたいなものに結びついていかないと、

なかなか具体的な販売に結びつかないと思われるんですが、やはりそういう生産現場と販売、

ターゲットみたいなのを川根本町なりにしっかりとらえて、それを生産から販売までを一体

化させる、そのような作業ということになると思うんですが、やはりそういうために生産者

と現場と対話していただかないと、なかなか販売に結びつかないということになっていくと

思うんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（羽倉範行君） やはりここ３年間ほどやってきましたが、まだまだ川根茶の知名

度といいますか、まだまだ大きな成果が上げられていないということで、まだまだＰＲ不足

という感がございます。ですので、先ほど申しました関東圏をもう一度対象にしまして、テ

ナント等の確保をしてＰＲ等を行ったり、路線バスを活用してＰＲというような形で知名度

を上げていければと考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 長塚議員御指摘の現場の声もということでありますけれども、今回、

進めてきました市場開拓調査につきましては、企画課と産業課と商工観光課、３つの課を、

副町長をトップにプロジェクトチームをつくって進めてきたわけであります。そういう中で、

もちろん茶業に関係する農家の方、そして茶商の皆様、販売にかかわるその他のいろいろな

方々、皆さん方の御意見も伺いながら進めてきているところであります。 

  そういう中で、山間地のお茶のイメージといいますか、昨年掲示したポスターなんかもか

なり好評になりまして、この地域へのお茶に取り組む姿勢、そういうものについてもだんだ

ん理解は深まりつつあるんではないかなというふうに思っております。 
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○議長（板谷 信君） １番、長塚君。 

○１番（長塚 誠君） 例えばニューヨークに出展されたということをお聞きしたんですが、

確かにアメリカの中高年以上の方には本当に緑茶を飲んでいただきたい、コカコーラよりは

るかに川根茶の方がいいよと確かに思うわけですが、ただ、例えば向こうでは水だし煎茶だ

ったり、あるいはパウダーだったり、そういうような販売形態が違ったり、あるいは残留農

薬の問題とか、基準がもちろん日本にもあるようにアメリカの基準がございます。そういっ

たものをクリアした中で、販売戦略を練る必要があると思うんですが、そういった販売ター

ゲットの的確な情報収集をした後での地域での取り組みということをする必要があると思う

んですが、最近、有機農業というんですか、まだ家庭菜園でのレベルではあるとは思われま

すが、安全・安心な農産品づくりみたいな活動も始まっておりますので、そういった方々と

連携しながら、そういったものをだんだんクリアできるような、草の根からの積み上げとい

うのがやはり必要かと思いますが、こういった活動への支援も含めていかがでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） ありがとうございます。確かに世界のお茶というのは、今まさに増

産というんですか、品質の方は増加の傾向、これはかなり強いわけであって、10年間に100

万ｔほど生産で伸びているというようなこともあります。その中でオーガニックですか、今

言いましたように有機というのが世界の潮流でもあるということは事実であります。 

  そういうところを踏まえると、当然現在の生産体系というんですか、そういうものも、そ

ういう有機というものも視野に入れた中でいろいろな検討もしていくことも必要ではないか

というふうに思います。 

  今回もニューヨークへ行ったのは、以前というんですか、行く前の知識とはかなり違うも

のもありました。ということは何かというと、リーフは全く飲まれていないんではないかと

いうようなことで、想定もあったんですけれども、逆に専門店へ行ってみると、リーフがか

なりの部分もあるということもわかりましたし、今回は出展の関係というんですか、技術的

な問題で冷茶というような形をしましたけれども、必ずしも冷茶にこだわるということはな

く、お茶のリーフのものもこれからの開拓の余地はあるというふうに見ておりますので、そ

ういう大きな、多角的な面をもって、今後の検討、それから民間へのつなぎ役というふうに

もっていきたいというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） １番、長塚君。 

○１番（長塚 誠君） では最後に、私もちょっと若いときにアメリカのある御家庭に伺った

とき、ママがとてもぷっくら中高年でしてまして、お茶飲んだほうがいいよとそのときもお

話しして、たまたまニューヨークに日本のスーパーが出ていたもんですから、そこに有名な

お茶屋さんが出ていて、やはり川根茶をちゃんと売ってくれていましたので、川根茶と茶器

をテキサスのママのところへ送ったんですが、恐らく飲み方がわからなくてお砂糖入れて飲

んだんじゃないかと心配をしたりしたんですけれども、やはり川根茶の最もいい飲み方を伝
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える中で製品化を、新たな取り組みもお願いして、一般質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございます。 

○議長（板谷 信君） これで長塚君の一般質問を終わります。 

  続いて10番、鈴木君、発言を許します。 

○１０番（鈴木多津枝君） 皆さんこんにちは。日本共産党の鈴木多津枝でございます。 

  ただいまより一般質問を行います。 

  今回通告しました質問は、大きく２点です。１点目は、５日に開会されたこの３月議会初

日に、町長が冒頭で行われた行政報告についてです。 

  町長は、２月28日の衆議院本会議での安倍首相就任後初の施政方針演説から自立の精神の

強調や三本の矢の経済政策、強い農業、観光立国、原発再稼働宣言、日米安保体制強化など

を何の批判もなく述べられた上に、政府の２月度月例経済報告を引き合いに、アベノミクス

効果への期待をるる述べられました。しかし、町民の多くが抱いている原発再稼働への不安

や、安倍政権が目指す日米同盟強化による強い日本への不安、消費税増税への不安など、平

和や暮らしに対する不安についてこたえる姿勢は何も示されず、町長がどのように考えてお

られるのか、わかりませんでした。 

  また、続いて行われた当町の新年度予算概要の説明でも、抽象的な抱負は述べられました

が、町民の所得を増やし、雇用を拡大する決意も、具体的方策も示されませんでした。 

  そこで、町長は以下の点について町民の不安にどうこたえ、考える、守るお考えか、伺い

ます。 

  １つ目、来春に予定されている消費税の大増税は、長引く深刻な不況と町民の生活苦にさ

らに追い打ちをかけ、地域経済にとっても多きな打撃となるもので、町政を預かる立場にあ

る町長として増税に反対の意思表示をすべきと思いますが、いかがでしょうか。 

  ２点目、安倍首相の原発再稼働宣言について、町長も同様のお考えなのでしょうか。浜岡

原発でも再稼働へ向けた安全対策なるものが進められていますが、使用済み核燃料の処理方

法さえない現状で、４つものプレートがひしめきあう上に位置する地震国日本での原発再稼

働は、新たな安全神話の流布としか言えないものだと考えます。多くの町民が抱いている原

発への不安を根本的に払拭する上からも、再稼働を認めないとの姿勢を明確にすべきではな

いかと思いますが、町長のお考えを伺います。 

  ３点目、新年度予算では、９名もの正規職員の退職に対し、新規採用は２名だけで、あと

は臨時職員を増員して穴埋めする行政職員の非正規化が顕著です。臨時職員は最低賃金すれ

すれの時給で、とても若者が結婚して子育てできるものではなく、有期雇用による雇どめも

あり、安定した雇用とは言えないものです。 

  このような町民を守るべき行政自らによる人権を踏みにじる非正規雇用の常態化は、民間

事業所へ与える影響も大きく、若者が人間らしく生活する機会を奪い、地域経済の回復や活

性化に逆行するものと考えます。１年以上の臨時職員に対しては、本人が希望すれば正職員



－109－ 

となれる道を設けて、雇用の安定を図るべきと思いますが、町長のお考えを伺います。 

  大きな２つ目です。 

  少子化と人口減少が進む当町で、待ったなしの最大の課題は、いかにして若者をこの町に

引きとめ呼び込むことや、定年を過ぎて社会の一線を退いた世代の方々などに、本町に移り

住みたいと考えていただけるような魅力あるまちづくりを本気で取り組むかではないでしょ

うか。そのためには、住宅や雇用の場の提供が必要です。 

  また、魅力あるまちづくりという点では、今は低迷し続けている林業や茶業、農業を観光

とつなげるための健康、安全・安心を中心に据えた生産、加工、販売の一体化を図る６次産

業化への支援、実行が重要と思います。 

  そのためにも、宮崎県綾町のように有機無農薬栽培を支援し、地産地消・循環型のまちづ

くりを進めることこそ最も確かな方策ではないでしょうか。 

  町長は、子供や若者が増えるまちづくりについてどのような構想をお持ちか、伺います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの鈴木君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 鈴木議員の御質問にお答えいたします。 

  まず、本会議初日における私の行政報告に関して御質問をいただきました。昨年暮れに政

権が変わり、今定例会の前日に最初の所信表明演説が行われたということもあって、安倍首

相の所信表明演説を取り上げました。首相が変わる、ましてや政権が変われば国の行政の進

め方も大きく変わるだろうし、地方への影響も大きいということで、地方行政にかかわるも

のとして関心を持って取り上げたものであります。 

  演説のごく一部、要点ではありましたが、首相が使われた言葉をそのまま申し上げたもの

で、何か特別の考えをもって首相の演説を評価しようとしたものでは全くありません。自民

党総裁に復帰して以来、安倍さんが強調された金融緩和、財政政策、成長戦略の三本を柱と

する経済政策、具体的にはこれからというところですが、この政策発言にいち早く反応した

市場の動きに私は興味を持ちました。景気は気からとはよく言われることでありますが、こ

れほど敏感に反応するとは思ってもおりませんでしたので、そこに興味を覚えたわけであり

ます。 

  それでは、私の行政報告に関連しての３つの御質問にお答えいたします。 

  最初に、消費税改正についてお答えします。 

  今後、ますます少子高齢化が進み、現役世代が急激なスピードで減っていく一方で、高齢

者の割合は増え続けていきます。このような中、社会保険料など現役世代の負担が既に年々

高まりつつある中では、世代間の公平が確保された社会保障制度の確立のため、国民全体で

広く負担する消費税の引き上げはやむを得ないものがあると考えております。引き上げられ

た消費税につきましては、福祉、医療、教育、公的年金などの社会保障と、少子化対策の財

源のためにのみ使われるよう見守る必要があることは言うまでもありません。社会保障の公
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費負担、つまり国の負担が多くなることとなれば、議員がよく言われる国民健康保険や介護

保険などは、町民の皆さんの負担軽減にもつながるのではないかと期待をするものでありま

す。 

  原発問題に関しましては、私はこれまで浜岡原発の再稼働につきまして科学的な根拠に基

づき、安全対策がなされた上で、地元及び近隣住民の方の同意が得られるのであれば再稼働

もあり得ると発言してきております。 

  浜岡原発は現在、津波対策や設計基準を大幅に超える事故対策を実施中であります。また、

原子力規制委員会で、新たな安全基準により浜岡原発の耐震安全性については対応が検討さ

れる予定となっております。このような中で尊重されるべきものは、やはり地元や近隣住民

の方の意向であると考えます。 

  本問題につきましては、繰り返しになりますが、関係する市町長とこれからも意見交換し

ながら、町として必要な対応をしていきたいと考えております。 

  次に、職員削減等についての御質問であります。 

  まず、職員の削減についてですが、平成18年に策定されました川根本町行政改革大綱に基

づき、川根本町定員適正化計画を平成18年度から平成22年度の５カ年計画で策定いたしまし

た。計画では、平成22年度当初で173人でありましたが、実際には158人となりました。これ

は計画では毎年度１名の採用でありますが、退職者が予想以上であったためであります。 

  平成24年度の定員管理調査では、本町の職員数は155名であります。類似団体との比較を

見ますと、特別会計を除いた普通会計での比較では、本町の143名に対し、類似団体数値は

107名と37名の超過となっております。ただし、この類似団体の分類は産業構造での類似で

あり、地域の実情が反映されていないため、そのままの比較にはなりませんが、人口1,000

人当たりの職員数では、県内町の平均8.2人に対し、本町は17.3人となっています。 

  また、行政改革集中改革プランにおいても、民間委託の推進をしていくため、職員が減少

する中、民間でできるものは委託することで地域の企業の活性化も図られると考えておりま

す。 

  今後は権限移譲が進む中で、地方自治体の業務も増えていくことが予想されます。大きな

職員補充はできませんが、退職者が多い中、職員の年齢層も考慮し、業務に応じた適正な職

員数の算定による計画的な採用により、行政サービスの向上維持に努めていきたいと考えて

おります。 

  なお、今回のような急激な人員減については、再任用制度など幅広い対応をしていきたい

と思います。 

  次に、魅力あるまちづくりについての質問にお答えいたします。 

  議員は、若者や定年過ぎの方がこの町で住んでみたくなるには、地産地消・循環型のまち

づくりが最も確かな方策であるという御提案をいただいたものと解釈いたします。 

  町では、少子高齢化、過疎、人口減少を空き家を活用し、少しでも食いとめることを目的
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に、平成24年10月より空き家バンクのホームページを開設し、空き家を売りたい、貸したい

方、逆に買いたい、借りたい方のための情報提供を始めました。少しずつではありますが、

物件も増え、問い合わせも来るようになり、２件の物件が売買されました。若い方も定年過

ぎの方もこの町に移り住むということは、相当の決心を持って定住されるのではと推察して

いるところであります。 

  ２月に空き家対策のイベントで職員が東京の新宿に行ってまいりました。山梨県、静岡県

合同開催のふるさとくらしの相談会に２日間で約180名の方が会場に訪れました。皆さんそ

れこそ真剣に移住を考えておられ、既に川根本町のホームページ確認済みの方もおられまし

た。川根本町のブースにも10件の相談があり、川根本町の持つ自然の魅力は大きいと感じま

した。その中で若い方がそろって言われるのが、「働く場所がありますか」であります。安

定した職場の情報提供が若い方の移住の鬼門といいますか、大事なところであると感じます。 

  また、議員も言われる地産地消についても、定年されて移住の希望がある方は、「畑も一

緒に購入できますか」とお聞きになります。第２の人生設計プランの中では、自分で畑を耕

し、それを収穫することの希望があるようです。都会の方たちにとって、当町は既に魅力あ

る場所としては捉えられておりますが、今申し上げたニーズに対応する準備が必要かと思い

ます。 

  また、移住の決心は大変勇気のいることでもあり、お試し、体験的な家屋の提供が移住の

一歩となる要望が、若い方、高齢の方、どちらからも寄せられました。 

  本町は、少子化と高齢化が同時に、かつ急速に進んでおります。さらには都市部への人口

移動により、従来から住民の生活や資源の活用を支えてきた多様なつながりが縮小し、住民

個々の集落が孤立してしまうおそれがあります。高齢者支援、子育て支援、地場産業の活性

化等、それぞれの分野で事業を展開しているところでありますが、地場産業、産物、文化な

どの地域資源を掘り起こし、活性化を図り、この町に住んでよかったと自慢できるような町

にしていきたいと思っております。そのためには、住民自らがこの町のよさを改めて再認識

するとともに、情報を発信していかなければならないと考えます。 

  ３年間継続して実施してきました市場開発調査事業でも、おもてなしを何とか形にしよう

と茶縁喫茶、宿泊施設等での呈茶や関東圏でのお茶のＰＲ、お茶に合うスイーツの開発など、

農家の皆さん、茶商の皆さん、観光関係者、様々な皆様の協力により事業が展開できました。

住民の何とかしなくてはというやる気のある方が多数名乗りを上げてくれたことも、頼もし

く感じたところであります。 

  魅力あるまちづくり、この地に住んで本当によかったと思えるまちづくり、この町には豊

かな自然と人情味あふれるすばらしい住民がおります。 

  余談ではありますが、ここ６年間緑のふるさと協力隊がこの地にとどまり、各人の生活を

営み始めました。ここに定住してくださいとお願いしたことは一度もありません。協力隊で

過ごした１年間の間に、この町の自然の豊かさ、人の温かさに触れたことも、ここにとどま
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ることを決めた理由の一つであるのかなと感じております。 

  今後も触れ合い、おもてなし、交流活動、助け合い、支え合いなどを住民自ら大切にして

いくことが、この町の魅力となっていくのではないかと思います。そしてこの魅力の情報発

信と移住を希望される方のニーズを組み入れていくことで、この町に住んでみたい方が増え

ていくのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 順を追って再質問をさせていただきます。 

  まず最初の消費税増税についてなんですけれども、この問題も次の原発再稼働の問題も、

私は何回も町長にお聞きして、今回全くほとんど変わりない答弁だったと感心しました。私

が発信している気持ちは町長には伝わらないんだなと、本当にちょっと悲しく思いながら答

弁を聞いておりました。 

  町長は、昨年の９月議会の一般質問でも現役世代の負担が年々高まりつつある中で、国民

全体で広く負担する消費税の引き上げはやむを得ないものと考えると答えられ、先ほどの答

えと本当に同じでした。そういう中で、消費税について３党合意で景気が好転したらという

ことを条件にしているわけですけれども、町長は消費税が増税されたときに町民がこうむる

負担増ですね、当町の町民の方、高齢者が多い、年金生活者が多い、そして商店の方々、本

当にやっと営業を続けている。そういう状況の中で、消費税が８％に上がるということにつ

いて、町長はをやむを得ないというふうに、それでも考えられるんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 消費税の増税がなぜ議論されるかというところから考えていかなけれ

ばならないんではないかというふうに思っています。社会経済環境の変化といいますか、少

子高齢化、これが急速に進んでいるという状態ですね、その制度を支える、支える若者が減

っていくということでありますので、そういう中で長期的に安定した年金制度なり、いろい

ろな福祉政策を今後も維持していくためには、どうしても財源をどこに求めるかという問題

が出てくるわけでありまして、そういう中で、税と社会保障の一体改革ということが出てき

たわけであります。 

  そういう中で、幅広く負担をしていただく消費税、これが財源としても最も安定している

というところから出てきた話でありますので、そういう長期的な視点に立って、まずは税の

直間比率の改善ですとか、世界の潮流に合った形に税制を変えていこうという動きの中での、

今回の消費税増税の話だということを一つまず考えていただきたいと思います。 

  それから、消費税の増税に当たっても、その前に景気、今の経済状態を改善していかなけ

ればいけないということから三本の矢という話になっているわけでありまして、そういう全

体をとらえた中で、もちろん今の経済状況の見方というのは、必ずしも安倍首相と同じく考

えをする人ばかりではなくて、今のデフレは決して悪くないんだというような見方をする経
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済学者いろいろありますけれども、いずれにしても、世界の経済といいますか、グローバル

化がどんどん進む中で、一つのそういう世界に移行していく、今はその過渡の時代でもある

んですね。そういう中で、経済学そのものがしっかり確立されていないという部分があるも

のですから、そういう中で試行錯誤を続けながらいいものを目指していこうということであ

りますので、そういう中で一部の方にどうしても短期的に負担がかかるとか、そういう部分、

格差の部分ですとか、いろいろ出てくる部分があるのかもしれませんが、まずは長期的な視

点に立ったものの考え方、そういうことを考えていくのが大事ではないかなというふうに思

っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 今のお答えですと、結局短期的に負担が増えても、長期的に見れ

ば、財源を確保できるいい方法だから仕方がないだろうということなんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 長期的な視点に立って、そういう中で消費税が最も安定した国民に均

等に税制だという、これは世界がそういう評価をして、そういう流れになっていることであ

りますので、そういう中で、一部に負担が重くのしかかる方ですとか、そういう方が出てく

るわけでありますけれども、そういう方については、いろいろ細かいことはちょっわかりま

せんけれども、キャッシュバックするですとか、いろいろな制度も、具体的にどういう形に

なってくるかわかりませんけれども、そういう手当といいますか、そういうことも当然考え

ているようなところもありますので、そういう中でまた救っていく、そういう方法もあるの

ではないかというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 町長は経済にかなりお強いと以前から聞いていたんですけれども、

税制というのは富んでいる人からいただいて、自分で社会資本を整備できない人たちへ税金

を回していく、そしてみんなが安心して暮らせる社会をつくるというのが税の制度の一番根

本的な目的だと思うんですよ。そのために所得税というのがあって、累進課税になっている

と思うんです。でも、累進課税が以前は最高税率60％だったのが50％に、40％にどんどん下

げられて、その所得税を下げる、収入が多い人たちの所得税を下げることで、結局消費税を

導入して、消費税が町長は先ほどから福祉とか、医療とか高齢化の対策に、基礎年金などに

使われるというふうなお気持ちなのかもしれませんけれども、結局これまでだって消費税は

ほとんど福祉に使われてこなかった。何に使われたかといったら、大企業の減税部分に使わ

れていったということがもうほとんどの経済学者が認めていることです。 

  そういう中で、私は町長に先ほどお聞きしたのは、この町に住んでいらっしゃる方たち、

生活していらっしゃる方たち、年金が100万円以下の人たちが1,500人ぐらいいらっしゃる。

これも９月議会でしたか、聞いたときのお答えでした。そういう人たちが、本当に生活の中

でもう切り詰めるところはない状態で生活をしていらっしゃる、その方たちが消費税が上が
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ることによってその生活をさらに切り詰めるとしたら、そこは命につながるところ、医療と

か、食糧とか、そういうところしかないと思うんですよ。もう無駄は１円もやれない、そう

いう状況で私は世界的な、グローバル的なというよりも、この町のリーダーとして町民を守

る、町長として町民を守る立場から消費税をもう一度考えていただきたいなと、増税につい

て考えていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） そういう弱い立場の人については、負担がかかってくるということで

大変だなという認識は持っておりますけれども、先ほども申し上げましたように、所得税、

法人税、そういうものに余り重きを置いた税制の中ですと、空洞化ということが盛んに進ん

でいますけれども、企業が外へ出る、あるいは富裕な方が海外へ移住するというような事態

もあるわけでありますので、そういうことも考えると、やはり世界のトレンドに合わせた税

制のという方向は、どうしても考えていく必要があるんだろうというふうに思います。 

  そういう中で、低所得者の方についてはどういう形で救っていけるのか、そういう政策も

もちろん進めていかなければならないところでありますので、国としてもそういうことも含

めて税制改革の中でも検討をされているというふうに伺っておりますので、そういうことで

御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 消費税増税は、生活が弱者の人たちほど負担が重い、逆進性が強

いということは、町長も多分お認めになられていると思います。特に東北大震災で２年たっ

た今日、ようやく復興に向けて何とか立ち上がろうとしている被災地の人たちも、この消費

税増税されると大きな負担になるんですね。家とか本当に大きなものを使えば大きな金額が

かかってくる。本当に復興の足かせになるよと声が出ています。 

  私は、もうこのことについて町長と議論しようとは思いません。ぜひ消費税について町民

の人たちの暮らしをしっかり見ていただいて、本当に生きていける力をつけられるような町

政をしていただきたいと心から願います。 

  次の原発についてですが、これもまた同じ答えが先ほど返ってきました。科学的な根拠に

基づく安全対策が十分になされた上で、地元及び近隣住民の方の同意が得られれば、再稼働

もあり得るというふうに、これまでの６月議会、９月議会で一般質問に対して町長は答えて

おられ、先ほども同じようなお答えをいただきました。日本じゅうのすべての原発が東北、

福島の原発事故が起きるまでは絶対壊れないというふうに皆さん誰もが信じていた。ほとん

どの人が信じていました。私たちは信じてないから、何度も浜岡原発の廃炉を要求、停止と

廃炉をお願いしてきました。声を上げてきました。 

  でも、浜岡より先に福島原発があのような大変な事故が起きて、４基中４基ともぐしゃぐ

しゃになったんですけれども、４基中の３基はメルトダウンしました。放射能をたくさんま

き散らして。つい先日は、ネズミ一匹仮設電源のところでさわっただけでショートして冷却
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不能に陥りそうになるという、重大な事態が起きるかもしれないということで本当にひやひ

やしました。壊れ果てた施設の安全管理もほど遠い状況です。今だに高い放射線により２年

を過ぎた今なお、10万人を超す住民の方々が家に戻れない、ふるさとに戻れない、避難生活

を余儀なくされて、現場では数千人もの作業員の方が高濃度の放射線の中で、被曝覚悟で復

旧作業に当たっていると聞いております。もう絶対に二度とこのような事故を起こしてはな

らないというふうに町長は思われませんか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 先ほどの消費税の関係ですけれども、制度の内容として、生活必需品

などを買ったときの消費税額を推計して、低所得者に対して減額を行い、所得が少なく、税

金を納めていない人には現金を行う制度、こういうことも考えられているそうですので。 

  それから10％に将来とりあえず目指しているわけですけれども、そのうちの6.28％が国で、

地方が3.72％、国の分については年金介護、医療、少子化対策に限定して使うということで

あります。それから地方に3.72％、そのうちの１％は現在も１％分は交付されておりますの

で、その分については従来どおり自由に地域の裁量で使える。それ以外の2.72％は自治体の

社会保障財源に限定するということでございますので、そこも御了解いただきたいというふ

うに思います。 

  それから、原発の問題ですけれども、確かに一端事故が起こると大変な取り返しのつかな

いことになるわけでありますので、そういう意味で、原発をぜひ今後ともやっていくべきだ

なんてことは私も絶対思っていませんで、将来はなくなればいいというふうに思っておりま

す。 

  ただ、現在のエネルギーの状況を見たときに、原発が３割ぐらい占めているんですか、そ

れを５割まで高めようということで進めてきたわけでありますけれども、現在、火力発電等

やっていますけれども、火力発電を取ってみても、みな今沿岸部にあるわけですよね。そう

すると、それは津波があったときにどうなるのかなということを考えると、今原発をすべて

なくすんではなくて、もちろん再稼働するに当たっては、厳正な検査ですとか、しっかりし

た安全が確認されてという話でありますけれども、そのようにエネルギーが不安定な中で、

一遍になくしてしまうという発想が、今の国の経済とか、そういったものを考えたときにど

うかなということを考えると、どういうその、ベストミックスはどうあるべきかということ

をやはり考えていく必要があると思うんですよね。そういう中で、軟着陸を図っていく。 

  そういう意味で再稼働もあり得るという、総理大臣も県知事も言っている話なもんですか

ら、しかも、知事も、総理大臣も簡単に再稼働しましょうと言っているわけではないですよ

ね。もちろん国の審査なり、そういうものをしっかり、そして地域の了解も取ってというこ

とでいろいろ言っていますので、現実的には再稼働がそう容易な状況にはなっておりません

ので、そういう中で、今はベストミックスはどうあるべきか、考えていくときではないかな

というふうに思っております。 
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○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） いつも町長はエネルギーのことを心配されます。原発をすべてや

めにしたら日本の経済がどうなるのか、そういうエネルギーがちゃんと充足できるのか、経

済が進んでいけるのかということを再稼働あり得るという理由の中に上げられますけれども、

確かに火力発電を今使っています。今火力発電を使っていることで、動いている原発は大飯

原発の３号機と４号機、２基だけです。あとの原発はもう２年近く全部とまったままです。

でも、電気が足りていない状況は全然ありません。 

  そういう中で、火力発電にずっと頼っていくということでは、ＣＯ２を排出するというこ

とで国の方針とも逆行しますので、やはり私たちは今自然エネルギーへの思い切った転換を

しなければならない。 

  私たちの回りにはたくさんの活用できる太陽、風、バイオマス、水力、いっぱい自然エネ

ルギーがあります。水力といっても小水力、たくさんのところで使えばいっぱい電気を起こ

すことができるし、それこそ遠くに運ばなくて、地産地消のエネルギーを得ることができま

す。それこそ私は理想の国づくりではないかと思うんですけれども、町長はどういうふうに

お考えでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 地産地消という意味では、太陽光等への補助ですとか、そういうささ

やかではありますけれども、そういうことをやっておりますけれども、いずれにしても、太

陽熱を利用した発電にしても、メガソーラーということになると、かなりの広大な面積がい

るし、風力の場合もそうですよね、面積がいる。そういうことから考えていくと、自然エネ

ルギーをもちろん利用していくことは必要でありますけれども、それも一遍に原発にかわる

だけの供給というのは、なかなか容易なことではないという状況の中でありますので、新し

くメタンハイドレートですとか、シェル石油というんですか、そういったもののいろいろ可

能性も出てきておりますので、そういう中で、エネルギーの、先ほど申し上げましたけれど

も、どういうふうにミックスさせていくのがベストなのか、そういうものを考えていただく

ということになるんだというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 特に私たちの町は周りを見渡すと、12月議会でも一般質問で行っ

たんですけれども、バイオマス発電は無理だというふうな意見がとても多いわけですけれど

も、やる前から無理だ、無理だという答えを出すんではなくて、やはり進まない間伐、それ

から自然環境、それからよそへのＰＲ、こういうことをやっているよということを告げるた

めにも、私はバイオマス発電なども、この地域でできる規模でいいから取り組んでいくとい

うことが大事だと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 取り組める部分があれば、それは考えていく必要があると思っていま
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す。ただ、バイオマス、木質バイオマスについても、議員の時代だったですけれども、そう

いう提案があって、現実にはやはり搬出とか、原材料の問題で断念したわけでありますよね。

それとあのときには、現実に受け皿がなかったという問題もありましたけれども、やはりコ

ストの問題というのはついてきますので、そういう意味でいろいろ考えていくことは必要だ

というふうに思いますけれども、なかなか現実には地域の地産地消のエネルギーというのは、

なかなか効率的な問題で考えると難しい部分もあるのかなと思っています。ただ、検討はし

てできるものはやっていきたいというふうには思っています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ということで、12月議会で一般質問しました寸又峡地域温泉街で

の木質バイオマス、以前、私たちが提案されて行政が断念したバイオマスというのは、木質

ペレットです。発電ではありません。規模も大きかったし、森林組合も全く一緒になってや

ろうという雰囲気ができなかった、それと補助金もほとんど望めなかった。でも、今度は木

質バイオマスを発電すれば売電ができます。そして寸又峡でやれば廃熱利用もできます。寸

又の温泉街の人たちの使っている重油も削減することができます。そしてこういうことをや

ってお風呂を沸かしているという地域で観光のＰＲにもなります。質問を12月にやった後、

検討というようなことを何かやっていただけたんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） これ、原発の話はもうどこか行っちゃった。 

○１０番（鈴木多津枝君） いえ、再生エネルギーのところです。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 自然エネルギーはいろいろあるわけでありますけれども、太陽光も

ありますし、今御質問の木質バイオマス発電等もありますけれども、現実的に、技術的にで

はどうかという問題点もあります。 

  例えばメガソーラーに属するわけですけれども、メガソーラーも買う側と事業者という関

係になりますので、これは中部電力とそれから設置した人が事業者という関係の中において、

必ず今の家庭用の太陽光パネルのように、そこの電柱を経由して供給するというわけにはい

かないもんですから、それなりの発電施設等へ、送電施設のところへそれなりの施設をつく

って送っていくという、まず１つの技術点があります。 

  それから、木質バイオマスについても、問題は生木をどれだけ乾燥できるかというのが技

術的に一番大きなところがあって、通常木質バイオマスを発電しようとして設置するような

場合、かなりの部分でほかの材料を使います。例えばプラスチック、廃プラのようなものも

使いますし、それから廃スラブですね、そういうものをもって、基本的には木質バイオが全

体の中における主要な部分の50％を超えないと基準に達しないという部分もありますので、

そういう材料供給がうまく安定的にできるかどうかということが、その運営ができるかどう

か。 

  いわばそこのところで、例えば木質バイオマスの場合には１kw当たり36.8円で売電できま
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すけれども、その部分に合致できるかどうかと、そういう部分もあります。それから、供給

側と受け手側の中で、そこのところが安定的な格好ができるか、材料も含めてですね。 

  そういうところがあるわけであって、御質問のところの寸又峡という部分においては、非

常にこれは難しいではないかというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 議長が心配して見ているのがわかります。原発の方に戻ります。 

○議長（板谷 信君） バイオはやめますね。 

○１０番（鈴木多津枝君） 原発に戻ります。 

○議長（板谷 信君） 通告してないもんでね。 

○１０番（鈴木多津枝君） 再生可能エネルギーのことでちょっと進んだかなということを確

認させていただきました。 

  原発については、町長が経済的に原発を全部とめるというのは無理だというふうに同じ答

えをされているということで、本当に残念だなと思うんですけれども、私は子供たちに二度

と再びこういう福島の事故みたいなのを絶対に味あわせてはいけない、そういう観点からぜ

ひ原発、町長は再稼働に賛成しているわけではないということですので、反対という声を大

きくこの地域でも上げていきたいと思います。その節はまたよろしくお願いいたします。 

  それで３点目の職員の非正規化についてですけれども、行革大綱に基づいて人員管理、職

員の管理ですか、みたいなものを先ほど答弁されました。 

  １月31日折り込みの臨時職員募集案内というのを新聞に折り込まれているのを見ました。

事務職員２人、栄養士１人、保育士２人、保育園給食調理員１人、学校給食調理員１人、学

校給食配送員１人、一般廃棄物収集運搬業務２人、音戯の郷受付工房に１人の計11名という

ことで、４月１日から９月30日までの半年間の雇用というふうに書いてあり、再雇用する場

合があるというふうなことも書かれていました。なぜ臨時職員というのは半年間というふう

に決めているんでしょうか。半年たった後はもう臨時職員ではなくて、ちゃんと正職員が確

保できるというふうに考えての半年間なのでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） お答えします。 

  臨時職員の任用は法的規制がある中で、こういう中で６カ月が最高と、それから後は再任

用、また６カ月というような形で、再任用を繰り返すと、これは辞令交付的というんですか、

任用通知の形態であるというふうに御理解いただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 一般の企業にはそういうものはないですね。行政だけなんですよ、

そういう本当に人権を無視したような雇用の仕方。人権無視ということでいうと、給与もそ

うです。賃金が本当に一般企業よりも私は低いと思うんです。この折り込みのチラシに書か
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れていた賃金、ほとんど栄養士や調理師、保育士など、経験とか資格とか持ってなければな

らない、そういう有資格者であることが条件とされていました。それなのに賃金は配送員、

要するに給食の配送員、ごみ、一般廃棄物収集運搬業務の運転手さん、この２業種だけが時

給1,195円です。そしてそれ以外の方たちは皆さん、保育士さん、栄養士さん、調理師さん、

資格を持っていらっしゃるのに、最低賃金すれすれの750円から、多くても850円で、栄養士

さん、保育士さんが890円という、本当に、勤務時間も書いてありましたけれども、それを

掛けて１カ月幾らになるのかなと計算しましたら、15万円切るんです。15万円超えるものは

１つもありませんでした。少ないものは10万円を切っていました。ここから保険料などを引

けば、本当に子育てどころか自分１人の生活もおぼつかない額になります。大事な町民であ

る臨時職員の方たち、そういう人たちの生活保障を行政はどのように考えているんですか。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 募集について、資格等のところはそれぞれのところで分かれており

まして、例えば調理師の場合、それから栄養士の場合、栄養士は当然資格がないと、という

ことで募集をしました。調理師の場合も資格のあるものとないものという形で分けておりま

すし、それは必ずしも原則ではない、要は資格がある方が望ましいという形態の中でありま

す。あと、ごみ収集等においては、別段の資格、これは当然免許がほしいんですけれども、

特段の定めはしてございません。 

  それから、賃金形態なんですけれども、あくまでも民間のところも参考にした中で賃金形

態もとっておりますけれども、保険等はこの額には含まれない、入らないもんですから、別

になります。あと当然期末等、少ないんではありますけれどもそういうのもありますので、

一概に単純に数字を日数に掛けるということではないかとは思いますけれども、ほかの自治

体等とのバランスもあります。それから民間等とのバランスもあります。そういう中で、町

として基準単価を設けているということであります。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） バランスといいますけれども、行政が先駆けていい雇用形態をつ

くっていくという役割も大事なんではないですか。生活できる収入を保障して安心して働け

る待遇を保障してこそ正常な地域社会の循環、回復ができると私は思うんです。 

  一般職と比較しても余りにも劣悪な、比較にならない行政の臨時職員の非正規化なんです

けれども、若者の雇用の場を奪ってしまう、この地域に残れなくしてしまう、地域の雇用条

件を引き下げてしまう、この町にとどまる機会を奪ってしまう、町から若者を流出させない

ためにも、こういう悪循環の現況となる行政の臨時雇用待遇、採用条件、そういうものは改

善すべきだと考えるんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 臨時職員に限っているということではなくして、当然町の職員も平

均的には年度当たり３名前後という形で募集を行っております。これは一般職、それから技
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能職についても、退職等、そういう年齢等を勘案しながら募集もしております。 

  先ほどの町長答弁にあったように、基本的には年３人募集をして一般職をとった場合、例

えば40年お務めになれば３掛ける40で120人、形態的に規模としてはちょっと多目ですけれ

ども、いろいろな状況もありますので、そういうのを経常的に確保していくということが必

要ではないかと思います。 

  ただ、状況によっては急な状況、予測されない状況もありますので、そういうときには事

務とか、そういうものもその間を補うために募集をするということもあります。ただ、半年

であるとか、１年であるとかという形態の中で募集をすると、募集をしてすぐ補った後、そ

れで雇用を切るというのも非常に難しいものですから、そういうものもある程度継続的にも

し雇用した場合には保障できるように、事務的な調整もしていかなければならないというふ

うなこともあります。 

  あとは例えばごみ収集員のような場合は、先ほど御質問の中にもあったんですけれども、

答弁もあったんですけれども、やはり民間にできることは民間にやっていっていただいた方

がより効率的な意味、それから民間活用という意味では、私は進められるものではないかと

いうふうに思っております。ですから、その中でごみ等は一部もう既に民間委託をしており

ますし、そういう形態を増やしていくということで、民間ができるものはそのようにお願い

していきたいというものです。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 民間ができるところで民間が例えば副業的にやっているというよ

うな状況もありますし、そこはとやかくは言いません。 

  ただ、町の行政職、行政として採用している臨時職員の待遇が余りにも劣悪で、生活がで

きる状況にない、保障されていないということは、私は改善すべきだと思うんです。 

  行革でもコスト削減というか、そういうのを理由に上げておられましたけれども、12月20

日の第７回行革推進委員会の議事録を見ました。「コスト削減だけを求めているのではなく

て、住民のありがとうがどれだけが詰まっているか、必要とされるサービスであるかだ」と

書かれていました。その意味でも、町民に必要なサービスの最前線にある、経験や資格を必

要とする業務は、真に臨時的な、本当に臨時的な場合のみ臨時職員とすべきで、あとは正規

職員でやらなければならない。そしてもし臨時職員を充てる場合、半年たって延長する場合

において、１年たった、そういうときにはぜひ希望する方には正規職員への道をつくってい

く、こういうことも必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 先ほど来の答弁の中で、コスト削減ということは私申し上げており

ません。それは当然コスト削減という観点からやっているということではないんですけれど

も、様々な状況もあります。例えば退職される方々も予測されないところによってある場合
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もありますし、もう一つ言えば、行政側がかなりの高い賃金体系を示すということは、逆に

言えば民間からへの意向希望がかなり強くなる、そういうおそれもあります。ですから、民

間との賃金体系はバランスを取らなければいけないというところもあるかと思います。 

  その専門的な方々については、その補充をするということは、事業の形態の中にはままあ

りますけれども、一般的に職員を採用するのはある程度長いスパンを見てやっていかなけれ

ばいけませんし、その御質問の話の中にあったように、住民サービスというのは行政の原点

でありますので、それが向上するようにするには、人の増減も確かにありますけれども、そ

の職員の資質というんですかね、そういうものを高めていくということが大原則ではないか

と思います。 

  そういうことの中において、例えば事務事業シートを出して各事業を検証するとか、それ

とかマニュアル化をするとか、そういうものをより深めていって、住民サービスを高めると

いうことがまずは第一かなというふうに思っておりますけれども。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 次に、大きな２点目の若者や退職した人を町に呼び込む魅力ある

まちづくりの方に移りたいと思います。 

  ６次産業化について、昨年６月議会でも一般質問をしました。通告していないから無理で

しょうかね、そのときエコファーマー認定者が当町に70人おられて、11人が新たに認定見込

みという答弁がございました。どういうふうになっているでしょうか。増えたかどうかでい

いです。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（長嶋一幸君） 今の鈴木議員のエコファーマー認定の状況についてということで

お答えさせていただきます。 

  今年度13名の農家の方が認定を受けられました。これについては、町の農業経営振興会、

また製茶協同連絡協議会を中心として努力してくれた結果だと思っておりますので、ありが

たく思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ６月議会のときに、エコファーマーに認定されても10ａ当たり

8,000円の支援金が交付されるだけで、特に販売が有利になったり、収量が増えたりするこ

とではないけれども、町内多くの農家が減農薬や化学肥料低減を考えて努力していることの

証明で、町も有機肥料などの助成など考えているという答弁もございました。そのことにつ

いてはどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（長嶋一幸君） 鈴木議員が言われるとおり、国の制度として環境保全型直接支払

交付金ということで10ａ当たり8,000円の交付はあります。その基本となるものは、エコフ
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ァーマーの認定がないと受けられません。それから、そのあとの…… 

（「有機肥料の助成」の声あり） 

○産業課長（長嶋一幸君） それから、助成については、あくまでもいろいろな自然環境の悪

化とか、そういったときにそういった制度をとろうというふうなことで、エコファーマー認

定者については、何の支援もないというわけでもなく、今後本当に町が、農家が求めている

ものは無肥料、無農薬であり、有機栽培だというようなことを思っていますので、助成とい

うよりもそれを大きく、農協とか、指導機関に支援していただいて、その製造栽培方法を追

求していくような支援を行っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 私は有機肥料の助成というのは、聞いているときは肥料を渡すと

は思いませんでした。多分有機肥料をつくるのに、つくってやっているということでつくる

機械とか、材料ですね、集める方法とか、そういうことの支援なのかなと思っていましたけ

れども、また今後ぜひ考えていただきたいと思います。 

  地域の住民の方々が地域の特色ある野菜、おいしい野菜、食材などをもとに町内でいろい

ろな販売、先ほどもどこでしたっけ、温泉のところでしたか、どうだというような意見があ

りましたけれども、本当にそういう地産地消、よそから来る人においしいものを売って魅力

を高めたい、そういう意気込みに燃えている人たちに特に最近たくさん出会っています。何

かやって町を元気にしたいという人たちがいっぱいいるんだなと私、勇気づけられているん

ですけれども、行政としてもそういうことに対する支援を何か考えおられるでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（長嶋一幸君） 平成25年度の予算の中でも御説明しましたけれども、直接農家が

市場とか、農協さんが持っているまんさいかんとか、そういったところに流通を広げていこ

うというようなことで、まさしく地産地消で。それが減農、有機栽培であるなら一番いいこ

とだというようなことで、少し先ほど言った支援を、技術な支援、それから材料等も支援し

ていく。それから農林業センターの中でそういった栽培の苗とか、そういったものを支援し

ていくというような体制を、平成25年度には予定して予算を上げさせてもらっておりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 最後になります。この間、東京へ出かけてイベントブースをやっ

たり、それからニューヨークへ出かけて川根茶の知名度を上げたということで新聞でも取り

上げられて、写真も大きく載ったりして、川根本町、川根茶の名前がかなり知名度が上がっ

たんじゃないかなと思います。そして目的を富裕層への販売を目指すなどとニューヨークで

の販売では言われたりしておりますけれども、私はこれは積極的な取り組みで、ここのとこ

ろを批判するつもりはありません。でも、大事なことは１人でも多くこの町に来てもらう、

何度も訪れていただく、そういうファンを、町のファンを増やして、魅力を感じてもらって、
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そのうちに、では、ここに住んでみようかな。先ほどの川根高校の生徒を、宿を提供して呼

び込みたいなというのと同じで、そういうことでこの町の生活を知る、よさを知る、そうい

う取り組みこそが、本当に力を入れなければならないことではないかと思うんです。 

  今、前段でエコファーマーの方たちのことを通告もないのにお聞きして御迷惑をおかけし

ましたけれども、こういうエコファーマーを目指す人たちや６次産業化を取り組もうとして

いる人たちに、あるいはそういうグループで移住をしてみたい、畑がついていますかとか聞

かれたということですけれども、そういうことに対して住居や茶畑、働く場所、そういうも

のなどを支援して町外に発信していく、こういうことを支援するよという発信をしていく、

そうやって呼び込むことがこの町にできる、可能性のある、期待できる取り組みではないか

と思うんですけれども、積極的な取り組みについてぜひ町長のお考えを聞かせていただきた

いと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 町を元気にする一番大きな基は、やっぱり人材といいますか、人づく

りだというふうに思っていますので、そういう意味で町にも、十分ではないかもしれません

が、いろいろなそういう人材育成のための補助事業等も用意してございます。まだすべての

メニューがそろっているとも思いませんけれども、また、住民の皆様方が積極的に取り組め

るような、そういういろいろな講座ですとか、補助制度ですとか、そういうメニューもまた

しっかり検討していきたいというふうに思っていますので、ぜひ御支援賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。 

○１０番（鈴木多津枝君） 以上、終わります。 

○議長（板谷 信君） これで10番、鈴木君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩とします。再開は午後１時を予定しています。 

 

休憩 午後 零時０６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。 

  ３番、芹澤廣行君の発言を許します。３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） 皆様よろしくお願いします。３番、芹澤です。 

  一般質問を２点につきまして、ただいま町長、関係課長に質問いたします。 

  １つ、青部バイパスについてということで、６月と12月の定例会に引き続き青部バイパス

の早期完成を目指すという立場に立ちまして、質問させていただきます。 

  １として、青部バイパスの進捗状況について。 
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  町長が開催する必要もあると12月定例会で表明いたしました、国・県の関係部長の責任者

の町民に対する説明会をなるたけ早いうちに開催していただきたいと、また、その必要につ

いてまた個別の質問で申し上げますが、国・県が当時６月、12月の段階で、町長がおっしゃ

るられるような非常に経済が厳しいという状況がある意味一変しまして、民主党政権から自

民党政権に変わった中で、十何兆円という補正を組み、あるいは次年度以降も大型の土木関

係の予算も組むということを安倍首相も表明する中で、なんともこのバイパスをその中に組

み入れたいというふうな思いで質問させていただきます。 

  ２番目は、バイパスの用地取得の残り５％ということで、12月にこれくらい残っているん

だということでお聞きしましたところ、島田の土木の用地係とか課に聞きましたら、５％に

ついては、相続の問題で少し登記が遅れているという部分が大半であるということを聞いた

んですけれども、当町の建設課でそのほかの理由で取得が遅れていることであれば、その辺

を明らかにしていただきたいと思います。 

  ３番目といたしまして、町民の早期完成を願う希望を私どもは何とか力をものに変えたい

という意味において、町民の皆様に署名活動というものをこの間お願いしております。ただ、

なかなかそういう署名活動をしてくれる方も限られておりますので、何とかこの問題につい

て区長会の皆様に議案として提案しながら、何としても全町で小学生以上、あるいは道路に

関する利害に関係している方の熱い思いを、早期完成をお願いしたいというふうな署名とい

う形で何とか取りまとめをできないものかということについて質問させていただきます。 

  ２番目につきましては、これは非常にアバウトな質問にもなろうかと思うんですけれども、

ＪＲ東海が計画し、国が恐らく大規模な支援をすると思うんですけれども、皆様御存じのリ

ニア新幹線が1997年ですか、ＪＲ東海が山梨県に布設した実験場、これを名古屋に向かって

延長するがための工事が一部進んでいるように聞いております。総額９兆300億円という膨

大な国家的な事業でありますので、この事業が、残念ながら静岡県の奥ですね、アルプスの

あたりには駅は当然つくれないまでにしても、恐らく作業用道路といいますか、道路幹線を

上げるための土砂を排出する坑道が二軒小屋の前後にできるという話は聞いております。こ

れを私どもはそれぐらいの知識しかないわけですけれども、当町の建設課なり、行政の方が

どれぐらい国・県からこのような状況をいただいているのか。そういう中で、何としても大

きな国家的なプロジェクトにこの町も参画しながら、静岡市と協力しながら、何とか公共事

業を利用するということは一面いいとか悪いとかという議論もありますけれども、何とか国

家的な事業に参画していくというふうな形の中で二、三個別の質問させていただきます。 

  以上、大まかに２点につきまして質問いたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの芹澤君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） それでは、芹澤議員の御質問にお答えいたします。 

  最初に、青部バイパスについての御質問にお答えいたします。 

  １番目の質問の青部バイパスの進捗状況についての町民に対する説明会開催についてでご
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ざいますが、平成24年度中に開催したいと考えており、土木事務所と日程調整を行っている

ところでございますが、年度末を控え多忙な時期に入っておりますので、日程調整がつかな

く開催が遅れてしまっており、申し訳なく思っております。現時点では、開催の日程は決ま

っていない状況であります。 

  次に、２番目の御質問のバイパスの用地取得の状況でございますが、12月議会の一般質問

で取得状況は95％と答弁いたしました。この件については、既に芹澤議員も今の質問の中で

御理解いただけるようでありますが、事業主体であります土木事務所に確認したところ、状

況に変わりはないということであります。取得が済んでいない箇所は、相続移転が済んでい

ない土地のため、相続手続に時間を要しているということであります。 

  次に、３番の御質問の早期完成のため署名等の運動を起こし、要望書とともに国・県に署

名を添えて提出する考えはないかという御質問でございますが、青部バイパスの建設につき

ましては、現在軌道に乗ってきた状況にあるという認識を持っており、署名運動等を起こす

ということは特に考えておりませんが、要望活動につきましては、これまで以上に行ってま

いります。 

  青部バイパスは、現在、下沢間地内でバイパス本線と県道川根寸又峡線とを接続する取り

合い道路の一部と本線工事の一部を実施しておりますが、それに加えて国の３月補正で新た

に１億2,000万円の追加補正があり、現在、土木事務所川根支所で今月中の発注を目指して

事務を進めているところでございます。 

  このような状況から、今後は工事の進捗も加速されていくものと期待をしております。 

  なお、来年度は大井川鉄道青部駅付近での工事の一部にも着手する予定でありますので、

工事の進捗状況が今まで以上に確認できるようになるものと考えております。 

  次に、国が工事を開始したリニア新幹線についてどうという御質問でございますが、リニ

ア中央新幹線は東京・大阪間を67分で結ぶもので、全国新幹線鉄道整備法に基づき、平成23

年５月に国土交通大臣がＪＲ東海に対して建設指示を発令したことにより、事業が本格的に

動き出しております。建設の事業主体はＪＲ東海で、整備費用についても全額ＪＲ東海が負

担することとなっており、国が事業主体となって整備を行うというものではございません。 

  計画では、東京・名古屋間を2027年に、大阪までは2045年に開業する予定と公表されてお

ります。 

  静岡県内の計画の概要でございますが、静岡県と長野県の県境に位置する荒川岳と塩見岳

の間を通過するルートで、静岡県区間はすべてトンネルで通過し、駅の建設はなく、トンネ

ル工事に必要となる斜坑を設置する計画であると言われておりますが、斜坑出入り口や工事

施行ヤードの位置等の具体的な計画は公表されておりません。また、大量に発生が見込まれ

ますトンネル掘削土についての処理方法につきましても、示されてはおりません。 

  リニア新幹線の事業が進もうとしている中で、本町との関連はどのようなものがあるか伺

うとの御質問ですが、今述べたとおり、詳細な路線や附帯施設の位置・規模等明らかにされ
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てない現状でございますので、本町にどういった影響が生じてくるのかといったものにつき

ましては、現時点では申し上げるものではございません。 

  御質問の工事用の作業用トンネルの位置、工事に伴う廃土処理の方法につきましても、現

時点では回答できる情報は持っておりません。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） 今の答弁で、国・県の関係部署の町民に対する説明会をやるというこ

とを言明しているわけですけれども、時期的にいつかわからないということで、町長どうで

しょう、年度がわりでお忙しいとは思うんですけれども、土木の方も渡邉所長も用宗に転勤

され、原支所長も今年で退職という中で、新しい体制が組まれるわけですね。本町も新し

い建設課長にかわりまして組むわけですから、早急に何とか４月中というのは無理にしても、

どうでしょうね、早めに何とか町民に対して国・県の懇切丁寧な説明、その中でおのずと工

期とか日程的なものも国や県も言うと思うんですね。それが町民の一番望んでいるところな

んですけれども、なるたけ説明会を早くするというわけにはいかんでしょうか、町長。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） そういう方向で、今担当のほうからも土木事務所に要請している状況

であります。年度が変わる時期でありますので、何かと事務引き継ぎ等もございますので、

そういう意味で先方の事情もありますので、そこら辺も勘案して、そういう中でできるだけ

早くやっていただけるようにお願いしていくというところでございます。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） この辺でいつとか、いつから議論しても仕方がないもんですから。で

は、認識として連休ぐらいという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） 大変説明会開催遅れておりまして、申し訳ないと思っております

けれども、説明会は土木事務所川根支所が中心になって行っていただくようにお願いしてあ

りますけれども、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、年度末に入り今ちょっとで

きないよと言われております。そして３月、４月は職員の転勤、異動の時期にもなります。

それがしばらく落ち着かないとちょっと無理かもしれないよという話はいただいております

ので、そうすると４月過ぎるとお茶の時期に入ってしまいますので、そうすると、早くとも

６月ごろになるのかなと、そこらでないと調整つかないかなと今思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） それでは、６月上旬ということで認識しております。よろしくお願い

いたします。 

  続いて、用地の買収の未収得ということで、５％というものが遺産相続にかかわるものだ
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ということは土木の方から聞きまして、これはなかなか微妙なところがありまして、行政が

どういうふうに応援するかという問題ではないと思うんですけれども、できる限りというこ

とでしかないんでしょうけれども、こういう事例というのは青部ばかりでなくて各地にある

んですよね。お家がなくなって飛散ばらばらになった、孫ひこまで訪ねて行って判こをもら

わないかんという中で、個人的に私もそういう経験しまして、80人ぐらいの判こが欲しいと

いうことを弁護士に言われまして、困っちゃって、それは不可能なんですね。そのときに静

岡だかどこだか、簡易裁判所、忘れましたけれども、裁判長の裁定で利子を25万円ばかり払

っただけで、これは一件落着というふうなこともありますので。これはやってもらいたいと

いうわけではないんですよ。まず用地買収ありきで工事が始まるのが当たり前なもんですか

ら、ぜひ個人の名誉の尊厳を傷つけない程度に、できる限りのことを行政側もやっていただ

きたいと思います。 

  この件については、行政に要請するということで終わりにします。 

  ３番目の町民の方の署名、これについては状況が変わってきていい風が吹いていると、昨

日の土木の原さんもこれは土木業界用語でしょうね、「追い風が吹いていますよ」という

ような表現をしてくれたんですね。「所長、追い風というのはもっと吹き起こすにはどうす

ればいいだね」と忌憚のない話をしましたら、町民各位が熱く要望している場合、直接行動

という意味において、多くの署名を集めるというのもひとつ効果的だよ、お役人のキャリア

であれ、ノンキャリアであれ、ほかの部署にいる方も、本当に目に見える署名が重なって土

木を通じて上がってきますと、これは本当に重要な問題だというふうな認識をするのが通例

だと聞いております。 

  町長、私ども署名について１月から何人かにお願いはしているんですよ。ただ、去年、一

昨年の例がありまして、私どもが署名簿を持ち歩きますと、何か問題があったのか、またも

めごとがあるのかということなんですね。いや、そうじゃないと、これは別に問題じゃない、

みんなが望む署名だからということをいちいち説明する時間も大変な時間で、わかったよと、

それで書いてくれるんですね。 

  そういうことで、恐らく道路に関して交通事故が多発するから反対するんだという人もな

きにしもあらず、いると思うんですよ。ただ、大多数の町民の方が本当に一日も早い完成を

願っている中で、ぜひ町長どうでしょう、区長会の皆様に声をかけて何とか区ごと、自治会

ごと署名簿を回覧で回して、同意する方は署名をしていただくということあたりを考えても

らえませんでしょうかね。ちょっと町長答えてください、この件について。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） どなたがそういうものが効果があると言われたかわかりませんが、今

町としては、ひとつ何といいますか、先ほど言ったように、軌道に乗りかかってきている状

況でありますので、特にそういうことについては今のところ考えておりません。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 
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○３番（芹澤廣行君） 町長、頭のいい方ですから、町民が何を願っているか、思っているか

ということは逐一わかっているとは思うんですけれどもね。町長が本当に町民が、行政もし

っかりやる中で、町民もこういう焦りがあるという認識をなさっている中で、何とかそれを

形にするような方法というのは、署名以外に何かありませんかね。 

  要するに、町民の意思を把握してそれを上級機関の国・県に届けるような何かうまい作戦、

簡単に言えば。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 年度が変わったら、また国の方にも行ってくるつもりでおります。こ

れは今回１億2,000万円つけていただいたお礼もかねて、さらに新年度以降、これにさらに

上積みしていただけるような予算措置をしていただけるようにということで、国会議員の先

生とも今連絡をし合って、そういう方向で進めているところであります。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） そういうことであれば、我々が一部起こした署名活動というものを無

に帰すわけですけれども、ただ、我々はこの問題を、そういう理屈はないんです。早く通し

てもらって、観光客がたくさん入ってもらえる、消防も早く来てくれる、病人も早く島田市

まで搬出できるということで、何ら反対をしているような立場の方はないんですね。 

  ぜひとも署名活動なんかせんでもええということであれば、６月の初めに建設課長がやる

と約束してくれた住民集会に多数皆さんお集まりになってもらって、そこで気勢を上げると、

早くやりましょうというふうな形でしか落ち着きがないんですけれども、町長、そんなとこ

ろでしょうかね、住民に何とか一緒にやろうという呼びかけをする中で、では、おれたちを

何をすればいいんだというときに、６月まで待てというか、ちょっと署名書いてくれとか、

その辺ちょっと微妙なところなんですけれどもね。もう一度、署名が本当に無駄なのか、町

長お聞きしたいですよ、お願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 町民の総意で青部バイパスを促進をしているというところのことをし

っかり説明してまいります。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） わかりました。では、この署名の件につきましては、これで終わりま

す。 

  続きまして、２番目のリニア新幹線ということですけれども、これは私どもも本当によく

はわからいわけですね。ＪＲ東海が1997年から実験路を開設して高速のリニアを走らせまし

て、結果的には583kmという最高時速、名古屋・東京間が45分ですか、奈良を経由して東

京・大阪まで約１時間で結べるという国家的なプロジェクトが、当初2025年の開通をＪＲ東

海は考えていたらしいんですが、それが２年ぐらい遅れたぐらいで現在進んでいるらしいん

ですけれども、ただ我々が、駅もできないリニアの利用ということになると、なかなか難し
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い点はあるわけですけれども、ただ、町長もさっき言及されましたように、工事の過程で斜

坑を掘って東西の土砂を搬出するという作業の斜坑が、東京から名古屋の間に何カ所かつく

らなければ同時進行的に工事ができないということは聞いております。その有力な候補が井

川の奥のあたりに斜坑があくんではないかということは、これははっきりとここだというこ

とは言ってないらしいんですけれども、恐らくあの地点を置いてほかにはないと。そういう

中で搬出される廃土について、何とか川根本町も静岡市と組んでそこに参画しながら、いわ

ゆる公共事業の中で何とか、例えば道路が完備できるとか、あるいはそれがための前線基地

ができるとか、そういう公共事業に伴う恩恵というものは、長島ダムあたりを、井川ダムあ

たりを見ましても、公共事業の恩恵というものは私どもは認識しております。何とかこの大

きな事業に川根本町も静岡市と同様相乗りして、何とか川根本町に利益誘導ができないか、

そういうふうな観点で質問したわけです。 

  ただ、現在ではどこに穴があくかわからないというふうなことなもんですから、きょうこ

こで質問してお答えできるようなこともないとは思うんですけれども、ただ、今後、新しい

建設課の体制になるわけですけれども、この点については、静岡市と密な連絡を取り合って

もらいながら、進行状態を見守っていっていただきたいというふうなことをお願いするしか

ないわけですけれども、これについて静岡市あたりとの協議というものを今後どうするか、

それだけお答えください。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 静岡市とは現在南アルプスを世界遺産に登録しようということで、山

梨、長野も入るわけですが、推進協議会をつくって、その中でその１つのステップとしてユ

ネスコエコパーク、これの登録を受けたいということで申請書が４月ぐらいまでにはでき上

がるような状況になっております。 

  そういう中で、地域との関連、そういうものをもう少し膨らませた中で申請をしていくわ

けでありますけれども、そういう活動を展開している中で、静岡市とのおつき合いも出てき

ておりますし、それから閑蔵線も昨年から工事がスタートしている状況にもございます。そ

ういうことで、一方で、あそこに斜坑を掘って残土をどこへ捨てるのかというような、逆に

環境的なも問題も出てくるんではないかというふうに思っております。 

  そういうことで、なかなかＪＲの方も慎重になっている部分があるかもしれませんが、い

ずれにしても、こういう機会でありますので、利益を誘導ということになるかどうかわかり

ませんが、何とかこういう時期にこの川根本町にとっても何らかのメリットがあるような対

応はしていきたいというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ３番、芹澤君。 

○３番（芹澤廣行君） 町長の口から今廃土の問題が出ましたけれども、これは先ほど質問し

た趣旨のすべては廃土なんですね。斜坑から出るものを、環境の問題があるとしても、どこ

かに捨てるというのか、埋めなくてはいけない。これが残念ながら井川・閑蔵線あたりが今
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工事中ということで、ひょっとしたら静岡の地内で掘り出された土砂が、いわゆる畑薙の奥

から早川に抜けるスーパー街道がございますよね。あそこで静岡県から出たものを山梨県ま

ですっと持っていかれたら、全く静岡県というか、少なくとも川根本町は蚊帳の外に置かれ

ると。これは何としても静岡県で出た土砂は静岡県で受けるよと、その中で静岡県として協

議しながら、井川地区で賄い切れないような廃土については、井川・閑蔵線を使って地名ま

でそういう土砂が必要な場所に搬出をして、それと同時進行的に道路の整備をお願いしたい

と、これが私は、何というですかね、低級な頭ではそのぐらいしか考えられないんですよ。 

  ただ、本当にこれは莫大な量の廃土が出ます。これについて川根本町が受けるということ

を早々と打ち出していけば、ＪＲも国も県も、よし、では、この件については川根本町にも

協力を願いたいと。ついては、附帯的な工事としてこういうものをやりましょうという話は

必ず出ると思います。なので、この問題については、暫時静岡市、ＪＲ東海、国・県と連絡

を取り合っていただきまして、何とかこの枠の中に入っていくように努力をしていただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 答弁はいいですか。 

○３番（芹澤廣行君） はい、これはお願いですから。 

  以上で終わります。 

○議長（板谷 信君） これで芹澤君の一般質問は終わりました。 

  続いて、11番、中田隆幸君の発言を許します。11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） それこそ御飯が済んで眠くなる時間ですが、最後の一般質問をさせ

ていただきます。 

  私は２点ほど通告してありますが、最初の公共施設の老朽化に伴う対応について、これは

昨年12月10日に発生しました９人が死亡する山梨県中央自動車道笹子トンネルの天井崩落事

故、建設後34年という速さでこの事故が起こったわけですが、本来ならこのトンネルの寿命

というのは、法定寿命は60年と言われている。その中にあってこの事故が起きました。 

  また、２月10日ですね、浜松市天竜で橋梁架線の破断事故がございました。今私たちの町

で建設課の方で一部町営住宅の長寿命化というのもやっております。これも一つ考えますと、

老朽化に対する今から公共施設のあり方、対策というものの一つではないかということで、

この辺をお伺いしたいと、こう思っております。 

  もう１点は、グラウンドゴルフによる誘客の行政支援についてであります。 

  それこそ一昨年より商工会、また、中部電力の御協力のもとで寸又峡、接岨峡温泉とグラ

ウンドゴルフ施設での誘客が1,000人単位になってきたという数字を聞いております。それ

こそ昨年３月に同じ質問をさせていただいたときには、まだ野とも山ともわからなかったわ

けですが、かなり１年間でこれだけの誘客が来たと、こういうことにうれしく思うし、また、

町自体の観光施設も考えておられるようですので、今後こういった、去年もそうでしたが、
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パンフレットの作成とか、そういった方向に支援ができなかいということをお伺いしたいと

思います。 

  以上、２点をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの中田君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 中田議員の御質問にお答えいたします。 

  まず最初に、公共施設の老朽化に伴う対応についての御質問でございますが、最初に公共

建物としてのコミュニティ施設の長寿命化対策につきましては、本年度、昭和56年５月以前

の旧耐震基準で建築された各12集会施設の耐震補強施工と同時に、施設の老朽化対策にも対

応し、実施いたしました。 

  また、本年度は奥大井自然休養管理センターの耐震補強工事等実施設計をいたしまして、

来年度におきまして耐震補強工事を実施する旨予算を上げさせていただきました。 

  さらに、来年度は山村開発センターと健康増進施設の耐震診断も実施することとしており

ます。 

  このように順次公共建物につきましては、今後も必要に応じて対策を進めていきたいと考

えております。 

  次に、町道に架かる橋梁の状況でございますが、平成23年度、平成24年度の２カ年をかけ、

主要な橋梁30橋について点検を行い、長寿命化のための計画を策定してまいりました。平成

25年度からは国の交付金制度を活用しながら、長寿命化計画の中で示された優先順位の高い

橋梁から順次修繕工事を実施してまいります。平成25年度は梅地１号橋、梅地２号橋の修繕

工事を実施する予定であります。 

  次に、町道のトンネルの状況でございますが、町道には接岨トンネル、千頭隧道、藤川洞

門の３カ所のトンネルがございます。そのうち最も長い接岨トンネルにつきましては、平成

10年に建設された新しいトンネルで、コンクリート等の劣化も見られないことや、今年１月

にトンネル内の付属物について緊急点検を実施いたしましたが、特に異常等はなかったこと

から、健全な状況であると判断をしております。 

  千頭隧道につきましては、歩行者専用のトンネルでございますが、建設が昭和28年度と古

いため、来年度に詳細な点検作業を実施したいと考えております。 

  次に、藤川洞門につきましては、延長も短く洞門内には構造物等も設置されていないこと

から安全な状態であると考えております。 

  なお、林道に架かる橋梁につきましては、現時点での具体的な計画はございませんが、生

活道路としての性格が強い林道に架かる橋梁、トンネルにつきましては、今後、町道同様修

繕計画を策定し、実施してまいりたいと考えております。 

  また、町内には多くの吊り橋もございますが、３月定例会議会初日において調査委託費の

補正予算を認めていただきましたので、現在発注に向けての事務を進めているところでござ

います。調査の結果により、必要な修繕工事を実施してまいります。 
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  次に、町営住宅の状況でございますが、町営住宅につきましても、平成23年度に長寿命化

計画を策定し、今後の方針を決定しております。来年度に全団地の建物について詳細な調査

を実施し、緊急度の高いものから修繕工事を実施していきたいと考えております。 

  次に、グラウンドゴルフに対する支援についての御質問にお答えいたします。 

  議員御承知のとおり、グラウンドゴルフと宿泊を組み合わせた誘客事業につきましては、

中部電力の職員から提案いただいたものを川根本町商工会が宿泊とグラウンドゴルフ場を組

み合わせたグラウンドゴルフパックプランを作成し、町内の宿泊施設が昨年４月から始めた

もので、当初は北部の３つのグラウンドゴルフ場と15軒の宿泊施設でスタートしました。パ

ックプランの利用客からは大変好評を得ており、要望により昨年秋からは、飲食店を通じて

申し込み食事つきのグラウンドゴルフ日帰りプランも追加実施しております。 

  昨年４月から12月８日までの実績は、宿泊プランが330名、日帰りプランが116名の利用が

あったと伺っております。 

  今年４月からは町内７つのグラウンドゴルフ場と12軒の飲食店、15軒の宿泊施設で日帰り

プラン、宿泊プランを行っていくところであります。 

  地域の資源の一つであるグラウンドゴルフ場の有効利用になっていることと、グラウンド

ゴルフ場を管理しておられる団体と利用客との交流も生まれているこの取り組みに対し、町

としましては、観光キャラバンやエージェント招聘など様々な機会をとらえ、ＰＲすること

でさらなる誘客を図りたいと考えておりますが、グラウンドゴルフ場を管理している団体や

宿泊施設、飲食店などがグラウンドゴルフ客の要望にこたえるノウハウを得て独自のサービ

スを提供でき、さらに顧客満足度を高めていくようになっていくためには、受け入れ実績を

重ね、施設間での情報交換を行い、徐々にステップアップしていくことが重要ですので、今

後も関係団体と連絡し合いながらＰＲなどを共同で進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） それでは、順次再質問をさせていただきます。 

  その前に皆様にお配りしてあります資料ですが、これは２月24日に静岡新聞紙上に載った

ものでございます。これを一応焼津支局の高松勝さんという記者ですが、一応承諾をいただ

いておりまして、これを皆さんに見せてもいいですかということを言いましたら、新聞の広

告にもなるし、やっていただければうれしいですよということできょう皆様にお配りました。

それこそトンネル、橋といったことについては、うちの建設課の方でいち早く対応していた

だいたことは、私も重々承知しているところでございますが、ここに書いてあることは、今

からやっていかなければならないことを書いてあります。 

  といいますのは、ちょっと読ませていただきますが、「近い将来の公共物の老朽化への対

応が懸念されている中、全国自治体で経済的観点に立った公共施設管理指標、公共施設マネ

ジメントを行政運営に生かす動きが徐々に広がっている。県内でも浜松市が先行導入したほ
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か、県や焼津市、三島市など複数の自治体が導入の準備を進めている」。これは私のちょっ

と調べた中におきますと、５年ぐらい前からもう始まっていることであります。それこそ高

度成長期に日本の国で、それこそ東京オリンピック、あの時分に東京都の高速道路がつくら

れて、それから高度成長期に向けてうちの町にも中学校、小学校といった公共施設ができた

わけですが、私みたいな町におきまして、財政規模の小さいところでこういった大きなもし

事故があった場合の対応には非常に困ると、少しの補修とか、そういうものにもかなりの金

額がかかる中で、今後こういった公共施設の維持管理、マネジメントをやっていく気がある

かどうかをちょっとお伺いしたいと、こう思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 公共施設、安全・安心の視点からの管理、それから効率的な運営、そ

ういう両面での管理の手法が大事だというふうに思っております。そういう中で、行革の中

で公の施設の管理等についていろいろ答申もいただいて、それに向けて対応しているわけで

ありますけれども、それらも一つの公共施設の管理の新しい方向を目指しての動きでありま

す。この今の議員の言われた浜松市ですとか、焼津市がやっている、これが具体的にどうい

う手法なのかというところまでちょっと勉強しておりませんけれども、ぜひそういう視点か

らの管理を考えていくということは、当然これから必要になってくるんではないかなという

ふうには思っております。 

○議長（板谷 信君） 11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） それこそ１月28日ですね、静岡県地方議会議長会のところで政策研

修会がございまして、このときに「朽ちるインフラ問題を解決できるか シティマネジメン

トの可能性」という講演を議長と事務局と３人で聞いてきたわけでございますが、今からや

っていくのは、そういうことばかりではなくて、やはり全員が、非常にこの講演が僕として

は感動的でよかったものですから、議長にこの東洋大学の先生ですが、この人にぜひ講演に

来ていただいて、皆さんで共有して、今からのまちづくりにこういったことを共有して、こ

の町がよくなるためには長い計画を持ちながらやっていかないとだめじゃないかということ

を、議長と車の中で帰りながら話をして、それこそ焼津市の企画財政部の松本さんという方

にお電話をかけさせていただきまして、どのぐらいの講演料がかかるのかということを聞い

てまいりました。もしできれば議員だけでも勉強したいと思っていたわけですが、東洋大学

の先生がある程度の金額の方でありますので、とてもうちの議会だけではできないと、こう

思いまして、ぜひこれをお願いしたいというのは、職員も全員で聞いていただくような、こ

の講演を聞いていただいて、やはり一人ひとりが今からまちづくりといいますか、今から朽

ちていく公共施設、また新しくつくっていかなければならない公共施設を皆さんとともに考

えるような施策として、こういうことを研修会をやっていただきたいというのが要望ですが、

もしよかったら計画に入れると、そういうような答えをいただければありがたいと思います

が、町長どうでしょうか。 
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○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議長、副議長から議会を挙げてそういう要望があるということでござ

いますので、検討させていただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） それこそうれしい答弁でありますので、ぜひこれはやっていただい

て、今後のまちづくりの施策となっていくことだと私は深く本当に考えております。 

  それこそ、これは習志野市の公共マネジメント白書というのをネットで取ったわけですが、

これにもかなり詳しいこと、また、建物に対する計算の仕方、こういったものがたくさん書

いてございます。これこそ今からやっていくまちづくりの総合計画には入れなければならな

い大きな課題と私は思っておりますので、ぜひこれを機会に調べていただいて、僕も知って

いる限りのことは言うつもりでおりますので、職員ともども一緒になってこの町のことを考

えていただけることを、マネジメントの方をお願いして次の質問にさせていただきます。 

  といいますのは、先ほど言いましたけれども、グラウンドゴルフは昨年の３月、それこそ

議員がちょっと抜けまして５人ほどいなかったわけですが、７人の席上でこの質問をさせて

いただきました。その中におきまして、できる限りはやりますよというのを観光商工課の課

長さんも答弁しておられますし、町長も言っておられますが、ぜひそこのパンフレットで見

ていただくとわかりますが、昨年まではなかった日帰りコースというのが裏側に書いてござ

います。これは日帰りで地域の食堂のお弁当を売ろうという企画でありまして、このグラウ

ンドゴルフのお弁当、これをこの前の長島ダム植樹祭といいますか、芝桜を植えるときに

525円というお弁当を配っていただいたということがあると、これは町の方でやってくれた

と思いますが、おむすび２個に料理がついている。これをやってくれる食堂が４軒ほどあり

ます。ここにおられます芹澤議員の奥さんも中に入っとるわけですが、こういったことをや

ることによって地域が活性化してくると私は思っております。 

  それこそ先ほど町長が答弁されました、今までは４施設でやっていたわけですが、今度さ

わんどクラブ、これは本当に生涯学習課長さんがいろいろお骨を折っていただきまして、あ

そこを貸していただくということで、そこの地区で１カ所、また、この三ツ星グラウンドゴ

ルフ場、それと久野脇と、全部で７カ所がうちの町のグラウンドゴルフの誘客の中に入って

きました。これは新しいことで、また、こういうお弁当を町内で売っていただくことにより

まして、かなりの成果が増えるじゃないかと、こう思っております。 

  そこで、もう１点ありますが、それこそ商工観光課長さんが、あそこのふれあい館の下を、

今扱ったあそこに人を寄せようという企画も練っております。これは私たちグラウンドゴル

フ協会の仲間も今乗ってきております。あそこを使った、ああいう急斜面のところをやるの

は長野県の方にございまして、このようにたくさんのパンフレットをいただいておりますが、

この中にもあります。やはりこういったことで人を集めていただくことがいいじゃないかと

思う中で、町長にお願いしたい、商工観光課長でもいいですが、こういったパンフレットを
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商工会で刷るには、今自費でやっております。自費で。その援助が少しでもできたらいいな

と、こう思いますが、その辺お考えをお伺いしたいと、こう思います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（筒井佳仙君） 商工会で今パンフレットをつくっておられるということです

けれども、パンフレットのデータを一般的に印刷会社にデザインから全部頼むと10万円、20

万円というふうな高額になるわけなんですけれども、全部原稿を自分でつくってデータで印

刷してもらうということで、かなり格安でできていると伺っております。必要に応じてうち

もそのような一緒に印刷なんかする場合もあるかと思いますけれども、連絡し合いながらや

っていきたいと考えております。 

○議長（板谷 信君） 11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） それこそグラウンドゴルフには、これを年４回グラウンドゴルフと

いうのを出して、会員に配ると、こういうことをやっている企画がございます。これは全国

版でございまして、現在競技人口が全国で20万人、潜在人口推定が300から400万人いると、

これがグラウンドゴルフ協会のことであります。この人たちがかなりここへ入っていたただ

くと、それこそ先ほど中澤議員、また鈴木議員が言いました、こちらへ来るお客さんが増え

てくることによって、かなりの誘客が見込まれるのではないかと私は思っておりますので、

ひとつここでお願いがございます。このパンフレットに、これは全国版でございます。これ

にこの模様を載せていただくことが、これが１ページですね、半ページですか、このページ

で真ん中の辺に入りますと、これが13万円、年ですと50万円近くですが、これが全国版で出

ることによりましてお客さんが来るし、また、このパンフレットは本来やる人しか回ってい

きません。やる人のところへ回るということは、興味があるということだと思いますので、

これに一度でもいいですから計画していただく。今年ではないですが、そういう計画をやっ

ていただきたいと思いますが、考えてみることができるかどうか、ちょっと町長の方お願い

します。商工観光課長でも結構です。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（筒井佳仙君） ただいまの御提案ですけれども、まず、今の新規に加入して

こられたグラウンドゴルフ場さんがあります。今現在利用されている方が、ただゴルフ場を

貸すだけではなく、ついてくれてですね、いろいろなコースについての特徴であるとか、そ

ういうのを親切に説明してくれると、そのようなことが非常に好評を得ているということで

ありますので、まず、このグラウンドゴルフ場がそういうようなサービスが、どのグラウン

ドゴルフ場もそういうようなサービスが提供できるというような状況になりましたら、その

ようなことも考えてみたいと考えております。 

○議長（板谷 信君） 11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） 前向きな姿勢でありがたいですが、それこそ先ほど誘客の方で人数

が僕の言った人数とちょっと違っておりましたが、これはメイプルというのがあそこにあり
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ますが、あそこで日帰りされる方がかなりあるものですから、人数的には1,000人を超すと

いうような中で、また泊まりの方はさほどではないですが、だんだんそういう傾向にあると。

この前の日曜日も浜北から20名の人が桑野山のグラウンドゴルフ場に来ております。まだ芝

生が青いわけではないですが、冬芝ですが、それでもここへ、この景色がいいね、ここはい

いねと、こういうことで来ておりますので、先ほど中澤議員も鈴木議員も言いましたけれど

も、ああいうところで今度は地場産品を売ると、こういったことをやりますと、かなりの成

果が上がってくると私は思っております。 

  それこそ昨年もちょっと言わせていただきましたけれども、島田市でマラソンをやって誘

客をしていると。これ昨年も言わせていただきましたけれども、あれが全国版で来るように

なりますと、かなりの人が集まってホテルも潤うよというのは市長も言っております。うち

の方としても、ぜひ商工観光課の課長さんとか、それこそ観光協会、これが一緒になりまし

て、やはり小さなことでもいいので、人を集めてここで商売できるような、そういうことを

やっていただくことをお願いしたい、こう思っております。 

  それこそ僕が一般質問がやると、全部大概が要望ばかりで誠に申し訳ないと思っておりま

すが、ぜひともこの町の活性化のためにこういうことをやっていただきたい。それこそ人が

集まるところには必ずお金も回ってまいります。また、口コミで来るというのが非常にいい

ことであり、また、それに輪をかけてこういうものにパンフレットを出す、１枚１枚こうい

うのを配るというのはなかなかできません。それこそ議長も知っておりますが、５市２町の

ときもパンフレットを持っていって配っております。それこそ県のグラウンドゴルフの理事

ですので、そのときもここから60部ぐらい持って配ってくるんですが、やはりもっと知らせ

るには、こういったものにうちの町のＰＲとして書いていただくことによって、もっともっ

と交流人口が増えるのではないかと私は思っておりますので、ぜひともやっていただきたい

と、こう思います。町長にそれを言っていただけるだけで、はい。 

○議長（板谷 信君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今中田議員が島田市の例も挙げて、スポーツ観光といいますか、スポ

ーツツーリズムという言葉が使われるような時代になってきました。東京でオリンピック招

致活動を始めていますけれども、これもそういうインフラを期待する向きもあるんでしょう

が、そういうものと合わせての動きだというふうに思っています。 

  そういう中で、グラウンドゴルフは大変年齢の幅が広いということ、殊に高年齢者に多い

スポーツということで、時間的に余裕のある方もいらっしゃる。そういうことで１泊でも来

てくださっている。そういう実績も上がっているという中でありますので、ぜひこういう大

会等の招致をする、あるいはここの地域のグラウンドゴルフを楽しんでいられる方が受け入

れて、そういう大会の準備をしていただく、そういうようなことは地域にとっても大変いい

ことだというふうに思いますので、ぜひともこの地域におけるグラウンドゴルフというもの

の、何といいますか、進行と合わせて、そういう大会等の開催もできれば考えていきたいと
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いうふうに思いますので、また、基本的に商工会なり、グラウンドゴルフを楽しむ皆さんが

やっていただけるのが一番ありがたいんですが、そういう支援もぜひさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○１１番（中田隆幸君） 以上で終わります。 

○議長（板谷 信君） これで中田君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第５号 川根本町指定地域密着型サービスの事業の人 

            員、設備及び運営に関する基準等を定める条 

            例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第２、議案第５号、川根本町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について第１常任委員長の報告を求めます。第１常任委員長、中澤智義君。 

○第１常任委員長（中澤智義君） それでは、本定例会で第１常任委員会に付託されました事

件について、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  ３月５日の本会議において、議案第５号、川根本町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についての付託を受け、３月14日午前９時

より大会議室において審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告いたしま

す。 

  まず、川根本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の制定についての概要について、担当課長より説明を受けながら進みました。 

  この条例は、地方分権に伴う権限移譲の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法の一部が改正されたこと

により、これまでの厚生労働省令で定められていた指定地域密着型サービスの人員、設備及

び運営に関する基準を市町村の条例で定めることとされたものです。 

  委員会では、担当者の説明終了後、委員から質疑が行われました。主なる内容を抜粋しま

すと、幾つかの部分は町の裁量で変えることができるものだが、今回は町独自の基準は定め

ず、今までどおりの国の基準を定めるということでよいか。それと、関連の規則は既にでき

ているのかとの質問に、規則については、200条程度の規則となる。施行期日は、４月１日

である。今後、改正する必要が出てきた場合には、その基準について、パブリックコメント

などの意見を踏まえて、改正することとなる。今の条例について、パブリックコメントを求

めるということは考えていないとの回答。 
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  質問、規則はできているのか。町民とか議会には、規則をどうやって示すのかとの質問に、

規則は既にできている。町のホームページでの確認もできるが、要望があればお示しするこ

とが可能であるとの回答。 

  質問、全く国の基準と変わりないということは、今までのサービスに変更部分はないとい

うことでよろしいかとの質問に、そのとおりであると回答。 

  質問、厚生労働省と同じ内容を町が変更し、定める必要が認められなかったためというこ

とは、どういう意味かとの質問に、今のサービス等の基準の内容について、利用者からの不

満とかの意見がなかったことで、国の基準のまま変える必要がないと判断してものであると

の回答。 

  運営会議とはどういうものかとの質問に、施設の方で、町の職員、サービスを利用してい

る家族、民生委員等が委員となり、当該事業所の入所者の数とか、サービスの内容について

説明を受け、サービスに対する意見等をお聞きし、それを今後の参考としていくものである

との回答。 

  従うべき基準で、同居家族に対するサービス提供の禁止は、介護される本人以外はサービ

ス提供ができないということでよろしいかとの質問に、本人以外の同居の方（家族等）にサ

ービスをしてはいけないということであるとの回答。 

  地方自治体が、十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて異なる内容を定め

ることができるとされ、許容されるものとなっている。これについては、サービスも含まれ

るのではないかとの質問に、相当事由があれば、関係機関と協議した中で、変更を認めるこ

ともあり得るとの回答。 

  権限移譲という以上、国からの事務交付金のようなことはあるのかとの質問に、該当して

おらず、そのような事務に係る交付金はないとの回答。 

  以上のようなことが確認されました。 

  審査の結果、採決は起立によって行い、賛成全員で原案のとおり可決いたしました。 

  以上で、審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  いこれから議案第５号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第５号、川根本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等定める条例の制定については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第５号、川根本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第６号 川根本町指定地域密着型介護予防サービスの 

            事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

            定める条例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第３、議案第６号、川根本町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について第１常任委員長の報告を求めます。第１常任委員長、中澤智義君。 

○第１常任委員長（中澤智義君） それでは、本定例会で第１常任委員会に付託されました事

件について、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  ３月５日の本会議において、議案第６号、川根本町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についての付託を受け、３月14

日、午前９時57分から大会議室において審査を行いましたので、その審査の経過と結果につ

いて報告いたします。 

  まず、川根本町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の制定についての概要について、担当課長より説明を受けながら進めまし

た。 

  この条例は、地方分権に伴う権限移譲の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法の一部が改正されたこと

により、これまでの厚生労働省令で定められていた指定地域密着型介護予防サービスの人員

基準及び設備・運営に関する基準を市町村の条例で定めることとされたものです。 

  委員会では担当者の説明終了後、委員からの質疑を求めました。 
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  第５号議案と内容形態が同様でありまして、質疑、意見、要望等はありませんでした。 

  採決に入り、採決は起立によって行いました。賛成多数で原案のとおり可決されました。 

  以上で、審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第６号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第６号、川根本町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の制定については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第６号、川根本町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第７号 川根本町が管理する町道の構造の技術基準等 

            を定める条例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第４、議案第７号、川根本町が管理する町道の構造の技術的基準

等を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について第２常任委員長の報告を求めます。第２常任委員長、中野暉君。 

○第２常任委員長（中野 暉君） 日程第４、議案第７号、それでは、本定例会で第２常任委

員会に付託されました事件について、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 
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  ３月５日の本会議において、議案第７号、川根本町が管理する町道の構造の技術的基準等

を定める条例の制定についての付託を受け、３月14日午前10時30分から大会議室において審

査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告をいたします。 

  まず、川根本町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定についての概要

について、担当課長より説明を受けながら進めました。 

  この条例は、地方分権に伴う権限移譲の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い道路法の一部が改正

されることにより、これまで法令で定められていた町道の構造の技術的基準等について市町

村の条例で定めることとされたものです。 

  委員会では担当者の説明終了後、委員からの質疑が行われました。 

  主なる内容を抜粋をいたしますと、質問、今までの基準と変わったところは１つもなく、

追加したものなどもなかったということでよいかという質問がありました。回答は、そのと

おりであります。これまでの法律の基準をそのまま当てはめたものであり、町独自の基準を

定めたものもないとの回答がありました。 

  また、質問では、省令は今まで町道に対する基準はあまりなかったのではないかと思うが、

町条例の制定により、歩道とかの設置が必要となったりすると、町の支出が多くなることが

あり得るのかとの質問があり、回答は、特に町の負担が多くなるということではない。この

条例の制定に当たっては、現行の基準の中では特に町の裁量、つまり独自性が生まれるとい

うものではないが、危険個所や狭隘箇所等について、これまでと同様に整備していくという

町の責務は当然あるものであるとの回答がありました。 

  以上のことが確認されました。 

  審査の結果、採決を起立によって行いました。結果、賛成全員で原案のとおり可決しまし

た。 

  以上で、議案第７号の審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これから議案第７号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第７号、川根本町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第７号、川根本町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例に

ついては、委員長報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第８号 川根本町が管理する準用河川の構造の技術的 

            基準等を定める条例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第５、議案第８号、川根本町が管理する準用河川の構造の技術的

基準等を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について第２常任委員長の報告を求めます。第２常任委員長、中野暉君。 

○第２常任委員長（中野 暉君） 続きまして、日程第５、議案第８号、それでは本定例会で

第２常任委員会に付託されました事件について、会議規則第77条の規定により報告をいたし

ます。 

  ３月５日の本会議において、議案第８号、川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基

準等を定める条例の制定についての付託を受け、３月14日午前10時55分から大会議室におい

て審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告をいたします。 

  まず、川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める条例の制定についての

概要について、担当課長より説明を受けながら進めました。 

  この条例は、地方分権に伴う権限移譲の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、河川法の一部が改

正されたことにより、これまで法令で定められていた準用河川の構造の技術的基準等につい

て市町村の条例で定めることとされたものです。 

  委員会では、担当者の説明終了後、委員からの質疑が行われました。 

  主たる内容は、質問、資料の表の準用河川に入っていない河川が多くあると思うが、どう

いう河川かとの質問があり、回答は、河川には一級河川が国の管理、二級河川が県の管理、

それと町が管理する普通河川があるが、この普通河川は河川法の適用外である。それ以外で

各市町が管理する準用河川があるが、これは各市町の比較的重要な河川ということである。

この準用河川に指定をされると、河川法が適用されるものであるとの回答がありました。 



－143－ 

  以上のことが確認されました。 

  審査の結果、採決を起立によって行いました。結果、賛成全員で原案のとおり可決しまし

た。 

  以上で、議案第８号、審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第８号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第８号、川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いては、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第８号、川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める条

例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第９号 川根本町水道布設工事監督者配置基準及び資 

            格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関 

            する条例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第６、議案第９号、川根本町水道布設工事監督者配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について第２常任委員長の報告を求めます。第２常任委員長、中野暉君。 

○第２常任委員長（中野 暉君） 日程第６、議案第９号、それでは、本定例会で第２常任委

員会に付託されました事件について、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  ３月５日の本会議において、議案第９号、川根本町水道布設工事監督者配置基準及び資格
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基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についての付託を受け、３月14日

午前11時から大会議室において審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告

をいたします。 

  まず、川根本町水道布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術者の資格基準に

関する条例の制定についての概要について、担当課長より説明を受けながら進めました。 

  この条例は、地方分権に伴う権限移譲の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、水道法の一部が改

正されたことにより、これまで法令で定められていた水道布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準について、市町村の条例で定めることとされたもの

であります。 

  委員会では、担当者の説明終了後、委員からの質疑が行われました。 

  主たる内容を抜粋をしますと、質問、今までも工事監督者の資格のあるものを置くことと

されていたのか。また、その現場に常駐している必要があるのかとの質問があり、回答は、

今までも置くこととされていたが、現場に常駐しているというものではないとの回答があり

ました。 

  以上のことが確認されました。 

  審査の結果、採決を起立によって行いました。結果、賛成全員で原案のとおり可決しまし

た。 

  以上で、議案第９号の審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第９号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第９号、川根本町水道布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は
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起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第９号、川根本町水道布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開は２時35分とします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続いて会議を再開します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（板谷 信君） 中澤君。 

○第１常任委員長（中澤智義君） ちょっと訂正をお願いいたします。 

  議案第６号の委員会報告の中で、「賛成多数」と私言いましたが、「賛成全員」で原案ど

おり可決、こういうことでございましたので、訂正してください。 

○議長（板谷 信君） はい、わかりました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎資料の訂正 

○議長（板谷 信君） はい、どうぞ。 

○事務局長（前田修児君） すみません。事務局から資料の訂正をお願いしたいと思います。 

  ミスプリがありまして、第１常任委員会の委員会審査報告書、写しの資料ですけれども、

よろしいでしょうか。 

  議案第５号、６号と書かれた第１常任委員会の審査報告書です。それの議案第５号の「川

根本町指定地域指定密着型」とありますけれども、この後の方の指定は要らないです。申し

訳ありません。 

  それから、その下の議案第６号も一緒です。「指定地域指定」となっておりますけれども、

この２番目の方の後ろの方の指定を省いてください。 

  同じように、中身の方もすべてきっちり間違えてしまいまして、次のページの議案第５号
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のところの「指定地域指定」の指定を削っていただくこと、それからその次のページの上の

付託事件のところの「指定地域指定」、この指定です。これも削っていただくということで、

それからもう１枚めくっていただきまして、今度は議案第６号の方の同じく真ん中のところ

の「川根本町指定地域指定」の指定を取っていただくことと、その次のページの付託事件の

第６号のところの「指定地域指定」の後の方の指定を取っていただくということで、すみま

せん。ミスプリがありましたので、削除をお願いしたいと思います。すみませんでした。 

○議長（板谷 信君） よろしく訂正をお願いします。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第 ７ 議案第２３号 平成２５年度川根本町一般会計予算 

◎日程第 ８ 議案第２４号 平成２５年度川根本町国民健康保険事業 

              特別会計予算 

◎日程第 ９ 議案第２５号 平成２５年度川根本町後期高齢者医療事 

              業特別会計予算 

◎日程第１０ 議案第２６号 平成２５年度川根本町介護保険事業特別 

              会計予算 

◎日程第１１ 議案第２７号 平成２５年度川根本町簡易水道事業特別 

              会計予算 

◎日程第１２ 議案第２８号 平成２５年度川根本町温泉事業特別会計 

              予算 

◎日程第１３ 議案第２９号 平成２５年度川根本町いやしの里診療所 

              事業特別会計予算 

○議長（板谷 信君） それでは、会議に入ります。 

  日程第７、議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算から日程第13、議案第29号、平

成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算までを一括議題とします。 

  本案について予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長、中澤智義君。 

○予算特別委員長（中澤智義君） それでは、予算特別委員会に付託されました平成25年度川

根本町予算について、審査の経過と結果について報告いたします。 

  ３月５日の本会議終了後、正副委員長の選出を行い、審査日程、審査要領について協議を

行いました。委員長には私、中澤智義、副委員長には中野暉議員が選出されました。 

  審査の日程につきましては、３月６日、７日、８日、11日、12日の５日間実施いたしまし

た。厳しい日程の中ではありましたが、平成25年度一般会計予算並びに特別会計予算６件の

審査について、それぞれの所管課長及び室長等の説明を受け、審議を行ってきました。 

  また、13日の午前中には、町道桑野山細尾線、北部簡易水道奥泉配水池、大沢地区治山現
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場、もりのいずみ、本川根歯科医院、音戯の郷の現地視察を実施いたしました。 

  視察終了後、議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算から議案第29号、平成25年度

川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算までの採決を行いました。 

  採決の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算は、賛成多数で可決です。 

  議案第24号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算は、賛成全員で可決です。 

  議案第25号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算は、賛成多数で可決で

す。 

  議案第26号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計予算は、賛成全員で可決です。 

  議案第27号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計予算は、賛成全員で可決です。 

  議案第28号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計予算は、賛成全員で可決です。 

  議案第29号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算は、賛成全員で可決

です。 

  次に、審査の経過の中での意見、質問、要望等につきましては、全体を報告すべきですが、

皆様のお手元に資料を配付してありますので、その中から幾つかを抜粋して報告させていた

だきます。 

  生涯学習課、４項１目社会教育総務費。質問、天然記念物や歴史的遺産の保存については、

文化財保護審査会の協議していく考えはあるか。回答、文化財の保存等については、町や県

の指定によって保存していくべきと考えるが、一定の尺度や基準で保護していくべきだと考

えている。 

  質問、カモシカの件については、産業課の事業の国の補助金の率が違うと思うが、なぜ文

部科学省の補助をやめたのか。回答、制度は異なるが、カモシカの食害から造林地を守ると

いう趣旨は一致している。旧町の考え方で２通りの補助金があったものだが、今回、目的が

同じということで統一したものであるとの回答。 

  ２目生涯学習推進費。質問、生涯学習推進事業が平成24年の交付金から補助金に変わった

理由は何か。地区が自主財源で２割負担するのはなぜかとの質問に、回答、これは従前から

の補助金（補助要綱）であり、昨年の表現は誤りである。補助金の見直しをして、補助率を

３分の２から10分の８に、限度額を12万円から15万円に上げたとの回答。 

  質問、13節文化協会の派遣事業について、１回の派遣費が３万円で20回の予算だが、回数

を超えた場合にはどこが負担するのか。回答、これは委託事業であって、町は20回分の60万

円を支払うことである。協会はこの趣旨を理解していただいており、回数を超えても町から

の委託料は変わらない。この60万円を文化協会が配分しているものである。 

  ３目文化会館運営費。質問、決算審査の中で入場料が有料部分と無料部分について検討す

るということであったが、平成25年度についての考え方はどうなったか。回答、町の歳入と

いう観点からも入場料は基本的には徴収すべきと考えているが、全体で昨年並みの入場料を
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確保したい。内容にもよるが今後検討したいとの回答。 

  ４目資料館運営費。質問、この資料館の存続については、今後どのように考えているか。

回答、行政改革の協議の中では、建設の経緯も考慮し、見直しを図るべきとされている。 

  質問、その行政改革の答申を受け、町ではどのように考えているか。回答、地元で協議し

ていることであるが、応援団も組織してイベントなども実施している。十分な検討とは言え

ないが、今後について区で受けるということについて、区の中で了承していることではない。

現場としては苦慮しているとの回答。 

  ５項２目海洋センター運営費。質問、13節プールリニューアルイベント委託料の内容は何

か。回答、オリンピック選手による模範泳法を中心に考えている。 

  質問、今どきの子供が泳げない子がいると聞くが、センターでの指導はどうなのか。回答、

学校の教育課程の中で水泳指導の時間数も決められており、実施しているところもあるが、

以前の子供たちに比べると水に触れる機会が少ないと思うとの回答。 

  ３目体育施設費。質問、13節体育施設管理委託料の増額の理由は何か。回答、社会体育グ

ラウンドの草刈り、除草剤散布の委託料が増したものであるとの回答。 

  質問、観光業者から、町内への町外の小中学生の合宿受け入れについて、社会体育施設の

利用は可能かとの質問に、特に問題はないと思うが、規則に基づいて使っていただくことと

なる。使用については、原則的には許可したいと思うとの回答。 

  建設課。４款１項８目、質問、13節工事請負費で昨年より多いが、工事費の内訳は。回答、

昨年の平栗の工事の残りと富士城と向井の工事であるとの回答。 

  ６款１項８目、農業農村整備事業費。質問、19節農地・水・環境の補助金はこれから申請

しても今年度は無理なのかとの質問に、計画期間が５年間の事業である。県の事業期間の５

年間に合わせるものだが、平成24年度からは事業の概要が変わっており、対象事業費も少し

下がっている。新たな申請は無理ではないかと思うとの回答。 

  10目地籍調査事業費。質問、13節、毎回事業量（2.2ha)が同じようだが、何か理由はある

か。回答、事業の工程が決まっており、その順番どおりにやらないとならないので、１年間

の仕事量が大体決まっているとの回答。 

  ２項５目林道費。質問、林道について過疎債を借り入れる基準とかはどうなっているか。

回答、過疎債は100ｍ以上の延長が必要だが、詳細については、財政担当に確認しないとわ

からないとの回答。 

  質問、林道の幅員については、大体どのぐらいか。行きどまりもあるのかとの質問に、最

低３ｍ以上であるが、幹線林道では６ｍという基準もある。富沢線、穴水線、長尾川線、大

沢線、南赤石線などは行きどまりである。塚の山線などは、完成すれば町道と接続となる。 

  ６目治山費。質問、15節、落石防止だけで1,097万5,000円もの予算が必要なのか。回答、

台風の影響による樹木を伐採し、落石防止のネットを張る工事であるとの回答。 

  ８款１項１目、土木総務費。質問、19節定住促進住宅建設事業費補助金について、大井川
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産材をどのように見分けていくのかとの質問に、回答、製材所の証明書をつけてもらうこと

としているとの返答。 

  ２項１目道路維持費。質問、15節、桑野山細尾線について、交付金予定となっているが、

これは交付金があればやるということか。場所はどのあたりか。回答、交付金があればもう

けものだが、交付金がなくても実施するものである。場所は、桑野山の地区から北へ向かっ

て、沢間地区に向かう橋から上流約500ｍぐらいのところである。 

  ２目道路新設改良費。質問、19節、区の事業補助金の減額となった理由は何か。もう実施

箇所は決まっているということかとの質問に、回答、昨年度、要望を各区から聞いたものに

ついての予算で、施行箇所はある程度決定している。平成25年度も各区に要望は聞くことと

している。 

  ３項１目河川総務費。意見、要望だが、大井川河川整備計画を早くつくっていただきたい。

回答、今、県で作成しているところである。 

  ２目河川維持費。質問、13節、排水機場保守点検業務委託はどこの業者がしているのか。

回答、通常の点検は町内の業者だが、４年に１回の点検については専門業者に委託している

との回答。 

  ４目砂防費。質問、790万円の繰り越しとなったハザードマップの印刷費は、この790万円

の中に含まれているか。回答、含まれている。 

  ４項１目町営住宅等管理費。質問、13節、町営住宅維持保全調査業務委託は、計画をつく

るのか。回答、町営住宅の長寿命化計画について、実際の修繕計画を立てるものであるとの

回答。 

  簡易水道事業特別会計、２款１項１目水道維持管理費。質問、落雷対策はどうなっている

か。回答、11節、修理費の中で対応したいと考えている。 

  ２項１目簡易水道建設費。質問、合併した当時、旧本川根は簡易水道の整備は終了してい

るという話を聞いたが、これらの工事はどのような工事なのか、何年なら老朽化かとの質問

に、回答、耐震化と老朽化による更新工事である。旧中川根の方は、現在対応はほぼ終了し

ているが、北部地区はまだ若干残っている。何年ということよりも耐震化が済んでいないこ

とがあるが、やはり古くなったということが原因である。 

  生活健康課、２款４項１目戸籍住民基本台帳費。質問、13節、住基ネットワークの委託料

が安くなっているのはなぜか。回答、平成25年は５年を経過しているので、１年の再リース

である。平成26年度からは新規となり、高額のリース料となる。 

  ３款１項４目国民年金事務費。質問、国民年金の受給者と金額は幾らか。回答、受給者は

3,467人、23億8,386万8,800円であるとの回答。 

  １項８目後期高齢者医療費。質問、後期高齢者の予算の計上の仕方について、一般会計か

ら特別会計に納める金額まで計上されているが、国保と介護保険と違うのは何か理由がある

のではないか。回答、特別会計については、町民から納めた保険料を町の予算で計上し、そ
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れを広域連合に支出するということであるとの回答。 

  ４款１項１目保健衛生総務費。質問、７節、臨時職員については、どういう基準で一般職

員と分けているのか。本来なら正職員として雇わなければならないのではないかとの質問に、

回答、基本的には行政組織のスリム化を目指しているものだが、労働衛生上の問題もあり、

また、正職員の長期休暇等もある。そうした場合には、一時的に臨時職員で対応することが

ある。しかし、恒常的には正職員で対応するのが基本である。正職員（保健師と栄養士）が

２名いるので、基本的には対応可能かと考えていたが、出張や短時間勤務職員、産休職員等

への対応に支障が出ないようにしたいということで、臨時職員を配置したものである。 

  ２目母子保健費。質問、13節、乳幼児の健康診査の実績は何人か。回答、年をまたいで受

ける人もいるので詳細は不明だが、40人弱と記憶しているとの回答。 

  質問、８節、フッ素洗口は、効果はどのようなものかとの質問に、回答、単年で効果が出

るものでなく、長い年月を続けて実施することが大切である。旧川根町では以前から実施し

ており、成人式の歯科検診でのその効果が報告され、治療歴のある歯を持つ方が少ないとい

う結果が出ている。 

  ３目予防費。質問、13節、子宮頸がんの予防接種の減額の理由は何か。回答、子宮頸がん

の予防接種が定期予防化されることになったが、予算はこれに該当する年齢から外れる方の

フォローについての分なので、大きく減額となったものであるとの回答。 

  ４目健康増進費。質問、８節、こころの健康づくり相談の内容はどのようなものか。回答、

健康相談を各地区巡回で実施しているが、その中で島田市の特定非営利法人「こころ」の精

神保健福祉士に来町していただき、予約制で相談事業を実施しているものであるとの回答。 

  ５目地域医療推進費。質問、本川根診療所の医師は募集中ということだが、現状はとの質

問に、医師の募集については、現在まで14件の問い合わせ・応募があったが、まだ決まって

いない。今月中に57歳の医師が視察に来たいと言っているので期待している。このほか清水

先生の紹介で面接した方もいるが、この方は１年間北海道での勤務を望んでいるので、その

後に交渉したいと考えている。歯科医師については、前年の玉置先生の紹介で１名見学に来

ていただいたが、未定との回答。 

  ６目環境衛生費。質問、13節、残骨処理委託料がなくなっているのはなぜか。回答、３年

から４年ごとに計上するものであるとの回答。 

  ２項１目塵芥処理費。質問、７節、賃金については、職員何人分か。なぜ正職員を採用し

ないのか。回答、臨時職員は６人分である。行革からの指摘もあり、清掃業務について民営

化を計画しているものであり、今は移行期であると考えている。そのため、正職員の募集を

せずに臨時職員で対応しているものであるとの回答。 

  ２目し尿処理費。質問、以前から島田市の施設がまだ余裕があり、（旧川根町が）島田市

に変更するという話もあると思うが、川根本町が単独となる可能性があるのではないかとの

質問に、回答、この組合は、島田市と一部事務組合でやりましょうという合意の下で運営し
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ているものなので、例えば建設における償還部分もあと５年ほどあり、少なくともそこは担

保されないといけないと思うとの回答。 

  国民健康保険事業特別会計。質問、療養給付費について、１人当たりの給付費を出して伸

び率を掛けているのか。算出の根拠を示していただきたいとの質問に、平成21年度から平成

23年度の支払い実績を出し、平成24年度の10月からは推計になっている。各月の伸び率は変

動しているが、平成25年度の算出は平成22年度と平成23年度の実績と平成24年度の実績と推

計の過去３カ年の各月の平均給付費を算出して上積みしたものであるとの回答。 

  後期高齢者医療特別会計。質問、普通徴収と特別徴収の人数を知りたい。回答、平成25年

度の見込みは特別徴収が1,920人で、普通徴収は480人であるとの回答。 

  いやしの里診療所特別会計、１款１項施設管理費。質問、７節、賃金は何人分か、また増

えた理由は何か。回答、臨時職員３名分と遠隔診療の先生の４万5,000円掛ける63回分を計

上したとの回答。 

  ２項研究研修費。質問、キロ１万円のお茶を飲ませるということだが、どのような方法か。

回答、100人に朝・昼・晩と飲んでいただくことにしている。高めのお茶を飲ませるという

ことだが、詳細は先生と打ち合わせをして決定するとの回答。 

  ２款１項医業費。質問、いやしの里診療所の取り組みについて、先進医療だと思うが、

2,600人ぐらいの患者さんのために5,000万円がかかるということになり、１人当たりにする

と２万円ぐらいになると考えられる。他の診療所とのバランスはどうなのか、回答、この診

療所は非常に先進的な取り組みをしており、モデル的診療所だと思っている。その上で他の

先生方のお手本となっているものであるとの回答。 

  総務課。２款１項１目、質問、８節、職員提案の実績について教えていただきたい。回答、

庁舎内全面禁煙等の提案があったほか、多くの提案があったとの回答。 

  質問、審査はあるのか、また報償はあるのか。回答、審査の上決定する。報償は、内容に

よって3,000円から１万円であるとの回答。 

  ３目財政管理費。質問、19節、全国森林環境税創設促進連盟会費は、何か大会等に参加し

ているのかとの質問に、回答、県内加盟市町村の中で周り番で参加しているとの回答。 

  ５目財産管理費。質問、14節、町の土地使用料を整理する必要があるのではないか。回答、

デジタルテレビ中継所の鉄塔などの場合は、町を経由せず直接土地所有者とテレビ局とで契

約していただくことになったものであるとの回答。 

  ６目交通安全対策費。意見、15節、カーブミラーの工事請負費で、国道362号線静岡市境

付近への設置について、場所を確認していただき、必要箇所に設置していただきたい。また、

青部崎平交差点についても見通しが悪い箇所があるので確認していただきたいとの要望があ

った。 

  ７目基金管理費。質問、28節、土地開発基金について、土地を基金として持っていること

は可能かとの質問に、土地価格が上昇する見込みがあるということで買ったりするものでは
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ないかと思う。可能だと思うとの回答。 

  ９目庁舎管理費。質問、13節、電話機はどのように変わったのか。回答、デジタル化に対

応したことと、役場から携帯電話にかけた場合、かけた課の電話番号が表示されることにな

ったとの回答。 

  10目総合支所管理費。質問、歳入で自販機について設置している業者はどこなのか。電気

代はとの質問に、回答、伊藤園とダイドードリンコの２社であるとの回答。電気代は町で支

払い、その使用料として各年間４万8,000円を徴収しているとの回答。 

  12目諸費。質問、13節、公平委員会に委託した案件はあるか。回答、私が知る範囲では今

までないと思うとの回答。 

  ５項３目参議院議員選挙費。質問、ネット選挙に関して何かすることがあるのか。回答、

詳細については、県・国の選挙管理委員会の情報提供待ちである。いずれにせよ、選挙運動

については、選挙かわら版等でお知らせし、住民の目からも監視するようにしたいとの回答。 

  ４目県知事選挙費。質問、１節報酬には職員手当も含まれているのか、出役職員の人数は

何人かとの質問に、回答、選挙管理委員会委員報酬と投開票管理者、立会人等の報酬である。

職員については、８節の手当で支給される。委員報酬の人数は、参議院選挙が延べ144人で

ある。県知事選も144人、町長65人、町議会10人（町長選と兼務）であるとの回答。 

  ９款２目非常備消防費。質問、消防団員数は今何人か。回答、定員は440人だが、平成24

年度４月現員で404人であるとの回答。 

  ３目消防施設費。質問、水利用水の蓋修繕工事は平成25年度はどこか。回答、藤川２カ所、

水川１カ所、梅高１カ所、徳山４カ所の予定である。 

  ４目災害対策費。質問、避難所の段ボール資材等は中中に置くのか。中中は少し危険性も

指摘されていたが、今後どのように考えているか。回答、中学校には理解をいただいている

ので、他の学校も含めて順次配備を進めていきたいと考えているとの回答。 

  デジタル行政無線に関するスケジュールを教えてほしいとの質問。回答、このシステムは

県にも同様のシステムがあり、共同で進めているものである。今年設計業務を委託し、来年

度機器を設置することで予定している。３年計画の来年３年目になるものである。防災と行

政では電波が違うものだが、共有して使えるものは使いたいというものであるとの回答。 

  出納室、２款１項４目会計管理費。質問、８節、出納室の講師謝礼とはどういうものに使

うのか。回答、資金管理運営委員会の研修として、証券会社の担当に講師をお願いしている

ものであるが、講師料の受け取りを辞退されているとの回答。 

  議会事務局、１款１項１目議会費。議会基本条例をつくっていかなければならないが、人

件費とか研修費が不足すると考えられないか。不足した場合は補正等で対応することになる

のかとの質問に。回答、当然不足する場合には、必要とあれば補正で対応することになると

の回答。 

  ２款総務費、７項２目監査委員費。質問、監査委員には研修はないのか。回答、静岡市で
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年１回の研修会が開催される。公用車で出張するので、そのための駐車場使用料と費用弁償

との予算を計上しているとの回答。 

  商工観光課、２款２項６目ダム水源地域振興費。質問、ふれあい館について、国が費用負

担をやめ町費で管理しているが、今後の運営方針を教えていただきたい。また、長島ダムと

の連携について、ダム対策検討委員会で何か協議されたかとの質問に、回答、ダム対策委員

会で検討しているが、地域にとって重要施設であると考えており、また、芝生広場での交流

事業なども実施していきたい。長島ダムとの連携については、特に議題となっていないが、

イベント等については職員同士で協力して実施している。ネクスコ中日本と協力して見学コ

ースなどの設定も企画しているが、今後そうしたことも実施していきたいと考えている。 

  ５款１項１目労働諸費。質問、19節、補助金を出しているが、この協議会の具体的な業務

は何か。回答、福利厚生事業が主なもので、コンサートなどの助成を実施している。町内で

は36事業所、366人が加入しているとの回答。 

  ７款１項２目商工業振興費。質問、13節、売れるものづくり支援補助金の増額の内容はと

の質問に、下別当の耕作放棄地を利用して、町内のＫ氏からソバの栽培をしたいという計画

があり、製粉機を購入したいということで増額した。補助率は、製品等開発事業には３分の

２以内、調査研究、販路拡大等には２分の１である。本事業は平成25年度で審査して、認定

されれば補助金が支給されることとなる。この事業以外にも100万円を計上しているとの回

答。 

  質問、この事業の対象者はどのような方か。回答、町内に主たる事業所を持つ事業者と、

町民で組織する３人以上の団体等であるとの回答。 

  ３目観光費。質問、観光施設等誘客拡大事業補助金については、対象となる温泉施設はど

ういう施設なのかとの質問に、回答、今回指定管理でお願いしている施設の活性化を目的に

計画したものであり、他の施設は対象としていないとの回答。 

  質問、エコツーリズムの臨時職員は今までと同じ職員か。これは、これまで観光協会へ委

託していた事業を町で行うということかとの質問に、回答、同じ職員を雇用予定である。観

光協会へは１人の人員を雇用するためのすべての経費を委託料として支出していたものであ

り、今回、町で雇用する臨時職員については、町の通常経費の中に含んでいるものであると

の回答。 

  温泉事業特別会計、１款１項総務管理費、１目一般会計管理費。ここでは３つの温泉の会

計を管理しているものだが、他の温泉関係業者には全く関係がないのか、温泉の検査などは

どのようにしているかとの質問に、回答、成分検査については、10年ごとに行うものだが、

13節の温泉施設検査委託料はすべての温泉の検査を行うものであるとの回答。 

  ２款１項温泉事業費、１目維持修理費。質問、11節、修理費はどこの修繕か。回答、これ

は千頭温泉のポンプの汚泥の清掃業務であり、２回実施する予定であるとの回答。 

  質問、温泉管の布設替えだが、耐久性は何年ぐらいあるのか。これは寸又峡温泉の利用者
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が減ってきていることもあり、今後慎重にやっていかなければならないと思うがとの質問に、

回答、近々に、すぐに必要になるということではないが、部分的には修理が必要となること

もあるとの回答。 

  税務課、２款３項１目税務総務費。質問、13節、不動産鑑定評価業務委託料が増加したが、

内容を教えていただきたい。回答、町内48宅地の不動産鑑定をするものだが、価格の調査を

行い、それをもとに平成27年度の評価がえの資料として使うものである。これは３年おきに

実施している。毎年実施するのは土地鑑定評価時点修正の調査であるとの回答。 

  ２目賦課徴収費、質問、静岡地方税滞納整理機構負担金が減額となり、件数も減っている

が、この徴収実績はどうなっているのかとの質問に、回答、徴収実績は７万2,000円の減額、

処理件数は５万円の増件（５件）となった。昨年度の予算では件数は４件だったとの回答。 

  産業課、６款１項３目農業振興費。質問、１節、農業振興地域整備促進対策協議会で、農

地地域の見直しは年２回の会議の中で行われているものなのか、それとも農業者や地域から

の見直しの要望があって協議会を開催しているのかお聞きしたいとの質問に、回答、農業振

興地域整備促進対策協議会は年２回開催している。これは要望とかで開催するものではなく、

６月と12月に開催しているものであり、それにあわせて申請していただいている。これにつ

いては県が年に４回開催しており、これより多く開催することはなく、また、県より案件数

も少ないということから２回開催で行っている。なお、農地を他のものに転用する場合、申

請から結論まで半年から１年ぐらいかかるものであるとの回答。 

  ４目地域農政総合推進事業費。質問、19節、耕作放棄地の補助金だが、対象者が農業者と

決まっているが、農業者でない方が耕作放棄地を使いたいという場合には使えないのかとの

質問に、回答、町の補助金は農業の生産性を上げることを目的としているものであり、家庭

菜園のような場合には対象としないものである。しかし、農業の振興につながるということ

であれば対象となるかもしれないと考えるとの回答。 

  ５目茶業推進対策費。質問、19節、茶縁喫茶について補助金が出るということだが、この

事業の内容について教えていただきたい。回答、これまで担当は企画課であり、町が主体で

あったが、今後は茶業振興協議会という中で進めていくものである。基本的には地域の中に

茶縁喫茶推進協議会という組織をつくっていただき、その組織に対して茶業振興協議会を中

心として支援し、補助していきたいと考えているとの回答。 

  ６目農林業センター運営費。質問、16節、ワサビ等種子代が倍増しているが、理由は何か

との質問に、回答、今年は複合作物を栽培する目的でハウスを１棟増設するが、そのハウス

で栽培予定の種子を計上したものであるとの回答。 

  質問、歳入で県の委託費も入っているが、それはお茶に関することか。回答、中山間地域

にあったお茶の苗の選定試験、もち病に関する耐病性の試験、傾斜地におけるお茶の栽培に

関することの研究を委託されているとの回答。 

  ２項２目林業振興費。18節、備品購入費の文化会館の木製什器とはどのようなものかとの
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質問に、回答、オフィス用の家具であり、町と静岡の業者で共同開発したものであるとの回

答。 

  質問、13節、景観伐採の場所はどのあたりか。回答、企画課の環境室からも出ているが、

これは大鉄関係である。林業室の方は竹林整備を中心に、場所の調整を実施する。美しい森

づくり事業については、平成24年度で終了予定であったが、延長されるかもしれない。また、

景観伐採だけでなく、経路の保全についても、森林（民有林）の中の歩道を再整備していこ

うということを計画している。場所は森林組合とともにこれから検討する。 

  ４目町有林管理費、質問、19節、Ｆ－net大井川負担金は、資料では更新審査となってい

るがよいのか。回答、これは更新審査ではなく、年次監査に訂正する。更新審査は今年終わ

っている。Ｆ－net大井川は町長が管理責任者となっている団体であるため、補助金ではな

く負担金となり、年次監査の全額を町が負担しているものである。その他に加盟者が８人い

るが、その方々からは面積に応じて負担をいただいているとの回答。 

  福祉課、３款１項１目社会福祉総務費。質問、14節、車両借上料の16万円は何かとの質問

に、回答、戦没者追悼式の出席者送迎用マイクロバス３台の借上料と県主催民生委員児童委

員研修会時のマイクロバス１台の借上料であるとの回答。 

  ２目心身障害者福祉費。質問、13節、相談支援事業委託料が増えている理由は何か。回答、

今までの生活相談に計画相談も加わり、専門的な相談が必要となり、現在交渉中だが、専門

的な相談員の確保のために増額したものであるとの回答。 

  ２項１目児童福祉総務費。質問、13節、子ども・子育て支援事業計画基礎調査はどのよう

なものか。回答、新たに法律が整備されたこに伴い、計画策定が義務づけられ、その調査の

ために計上したものである。待機児童のこととか、就学前の児童や小・中学生などがいる家

庭に対してアンケートなどを実施することとしているとの回答。 

  ２目児童福祉施設費。質問、保育料について、人数も減っているが、この予算でよいのか。

賄材料費などは増えているのではないかとの質問に、保育料については、２月14日に町立保

育所運営委員会を開催し、平成24年度と同額とさせていただくことで了承を得た。その時点

での町内の３保育園児数は115人であった。２月１日現在の園児数は、桜29人、三ツ星47人、

徳山聖母39人であるとの回答。 

  ３目子育て支援対策費。質問、放課後児童クラブの指導員は何名か、各学年の利用状況は

何名かとの質問に、回答、７月現在で本川根小は登録17人のうち15人が利用、中央小は登録

10人人で10人が利用であるとの回答。 

  １項３目老人福祉費。質問、13節，配食サービスの制度改正に伴う内容を説明していただ

きたい。回答、利用者数は旧本川根29名、旧中川根60名である。予算では新規に15名ずつ見

込み、旧本川根40名、旧中川根75名とした。平成25年度からは月火水金と週４食が利用が可

能なため、年間１人250食掛ける115人掛ける800円で計1,886万円となる。それと事務取扱手

数料２％で、37万7,200円、配送加算料が45万円と新規分の遠隔地15万円で60万円、総計で
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1,983万7,200円となる。この予算は、見込んだ利用者すべてが週４食利用するものと仮定し

た計算であるとの回答。 

  ７目介護保険費。質問、19節、介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金の内容はどのよう

なものか、資料はないのか。回答、平成25年度にグループホームの新設を考えていたが、こ

れについての県補助金である。町で補助金を申請し、グループホームを建設する業者に支出

されるものであるとの回答。 

  介護保険事業特別会計、１款１項総務管理費。質問、介護保険特別会計繰出金の説明に、

職員５名分を含むとあるが、これはどういうことかとの質問に、回答、介護保険事務と地域

包括センター事務に係る職員の人件費を介護保険事業の中で支出するものである。５人でな

く４人の間違いであるとの回答。 

  ３項介護認定審査会費。質問、要介護認定委託料が上がっているようだが、これはどうし

てか。回答、調査員が３名いるが、町外の方の調査については、外部に委託することも考え

ているため、委託料を上げたものであるとの回答。 

  ２款３項高額介護サービス等諸費。質問、これも介護保険事業計画に基づいて計算して計

上した予算か。だとしたら、どのぐらいの方がいたのか、超えたときはどういうときかとの

質問に、回答、平成24年12月で1,368人である。限度額は所得に応じて決まるが、その限度

額を超えた場合に支払いするものであるとの回答。 

  ４項高額医療合算介護サービス等費。質問、合算の限度額を教えていただきたい。回答、

低所得者①の方は19万円、低所得者②は31万円、一般の方は56万円、現役並みの所得者とい

う方があり、67万円であるとの回答。 

  ６項特定入所者サービス等諸費。質問、特定施設とはどういうものか。回答、特定施設と

は有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅であるとの

回答。 

  ４款基金積立金。質問、介護保険計画では基金を３年間で取り崩すということになってい

るが、ここに上がってこないということは取り崩す基金がないということかとの質問に、そ

うであるとの回答。 

  ５款１項介護予防事業費、質問、19節、地域介護予防活動支援費助成金が倍近くになって

いるのはなぜかとの質問に、回答、町の福祉室と長寿介護室と同じような補助事業を持って

いたが、ここに統合して予算化したものであるとの回答。 

  ２項包括的支援事業・任意事業。質問、20節、成年後見人制度は町が申し立てをした部分

だと思うが何人いるのか。回答、これは１人分である。町が申し立てるのではなく、この制

度を利用している人が所得のない方の後見人だと全く費用が出ないために、後見人の方が町

に申し出て費用を請求するものであるとの回答。 

  企画課、２項１目。質問、レールパーク構想について詳細を説明願いたい。構想をまとめ

るのはいつか。今年度で構想はまとめるのかとの質問に、回答、平成25年に計画をまとめ、
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平成26年度に実施していきたいものである。できることを計画に取り入れたい。コーディネ

ーターには、静岡産業大学情報学部の田畑教授にお願いすることとした。教授の同僚の方に

景観の専門家の方がいるので協力をお願いしたいと考えているほか、大井川鉄道、ＳＬフェ

ア等にも入ってもらいたいと思っている。メンバーは12名ほど予定している。構想は町長か

ら話をお聞きした上で、委員会で策定していただきたいと考えているが、中心はＳＬ、地名

から接岨までを含んだ内容で考えていきたい。徳山の桜とか茶縁喫茶とか、沿線のいろいろ

なことを入れていきたいとの回答。 

  環境企画費。質問、13節、緊急雇用事業について、景観伐採に使われるものか。回答、事

業費については５名分で、大井川線の沿線の景観伐採を予定しているが、場所や委託業者等

は未定である。時期は秋から冬に予定しているとの回答。 

  ５目情報政策費。質問、19節、衛星ブロードバンド設置費補助金については、島田市川口

のパラボラアンテナと一緒のものかとの質問に、回答、同じタイプである。設置費は初期費

用で１基47万5,000円であるとの回答。 

  質問、何軒くらいを見込んでいるか、１軒ずつで割高にならないのかとの質問に、回答、

予算計上は31万5,000円掛ける５軒分を見込んでいる。自己負担金が15万円プラス消費税分

がかかるので、だれでも手を上げれるというものではない。そのため、状況を見ながら申請

件数が多いようなら補正予算で対応を考えたい。川口の状況も同じだが、１軒に一つアンテ

ナをつけるので、何軒つけたとしても割高にはならないと思うとの回答。 

  教育総務課、１項１目教育委員会費。質問、９節、委員の費用弁償だが、学校のあり方協

議会との違いは何か。回答、これは教育委員の分であり、学校のあり方協議会は教育委員と

いうことではなく、別に24人の委員を考えているとの回答。 

  事務局費、２目事務局費。質問、指導主事とは正式な職名か。回答、教育事務所などもそ

ういう職名の職員がおり、町単独の指導主事である。今回は町単独の指導主事を置くもので

ある。他市町にも同様に指導主事を置いている例は多いものである。基本的には教職員の免

許を持った方を予定しているとの回答。 

  ３目教育諸費。質問、学校のあり方協議会について、どのような学校を目指してこの協議

会を立ち上げようしているのかとの質問に、回答、まず幅広く御意見を聞きたい。今後の児

童数減少を見据え、どのようにしていくかを考えていきたい。複式学級とかもあるが、様々

な方策を考えていきたいとの回答。 

  質問、教育相談員は何名か、どのぐらいの勤務か。回答、１名で１時間875円で８時間、

月４日で１年分である。各学校に回っていただくこととしているとの回答。 

  質問、19節、さゆり幼稚園の経常経費補助金の300万円の限度額であるが、平成24年度に

本年度要綱を改正するということを言っていたが、改正していないということか。回答、改

正していない。さゆり幼稚園からの要望がない限り、検討できていないのが現状である。少

なくても予算を反映するのなら、９月ごろまでに相談していただかないと無理であるとの回
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答。 

  ４目通学バス等運営費。質問、13節、通学バス運行管理業務委託料について内訳を教えて

いただきたい。回答、寸又線については、195万9,300円を計上し、校外活動については、合

計で898万6,950円になるとの回答。 

  ２項１目学校管理費。質問、４節、７節賃金は減っているが、社会保険料が増えている理

由は何か。回答、町支援員４名分と講師２人の社会保険料を計上したものである。賞与の部

分を加えたものである。賃金は、時間単位1,000円から890円に減額となった。昨年は９人分

を計上し、今年は６人分である。昨年は短時間（２時間）の支援員がいて、今年は６時間の

勤務の方がいるということで少なくなったものであるとの回答。 

  ２目教育振興費。質問、20節、要・準要保護児童生徒就学援助費の予算上の人数（継続・

新規）を教えていただきたい。また、この援助者費の対象者の基準を、生活保護基準の1.3

倍未満から1.5倍未満に上げる考えはないかとの質問に、回答、予算上の人数は15名である。

詳細は後で回答する。この資料は送付済みです。基準を1.5倍に上げることについては、近

隣市町の状況とかを踏まえ、今後検討していきたい。要綱には、教育委員会は、特別の場合

に認めることができるということもあるので、そうした配慮（1.3倍未満以外のこと）もで

きるこことされているとの回答。 

  ５項４目学校給食施設費。質問、生ごみ処理機で処理した残渣の処理方法について、どの

ようにしているのか。回答、生ごみはバクテリアチップを使って分解処理をしているため、

残渣が出ないので処理は不要であるとの回答。 

  質問、地元食材の利用状況と、給食の食べ残しについての状況、及びアレルギーの子供に

対する対策はどのようにしているかとの質問に、回答、地元食材については、可能な限り使

っている。干ししいたけやイモガラなどは100％使用している。食べ残しについては、他市

町村と比較して大変少ないが、ものによっては残渣が多いこともある。アレルギー対応につ

いては、食物アレルギーに限らず保護者が何らかの対応を求める場合には、入学時等に医師

の診断等、対応等の所見を記した書類の提出を受け、それをもとに保護者、学校、栄養士等

が相談し対応方法を検討している。でき得る範囲でアレルギー原因食材を除く、替える等の

対応をしているが、施設等様々な要因ですべてが対応できるわけではないとの回答。 

  以上のようなことが確認されました。 

  最後に、当委員会審査におきまして、各担当からわかりやすい説明を受け、円滑な委員会

審査を進行することができました。各担当課長の御配慮を心から感謝いたします。 

  また、委員からも活発な意見、要望等が寄せられ、大変有意義な審査が行われ、予算特別

委員会審査が終了することができましたこと、重ねてお礼申し上げます。 

  以上で、平成25年度予算特別委員会委員長報告とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（板谷 信君） 御苦労さまでした。 
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  これで予算特別委員長報告を終わります。 

  予算特別委員会は議長を除く全議員が所属となっておりますので、委員会審査の経過と結

果に対する質疑は省略します。 

  これから議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  議案第23号、平成25年度一般会計予算に反対の立場から討論します。 

  とは申しましても、保健・福祉、農林、産業、教育、災害対策費等々、基本的には町民の

暮らしや生命、財産を守るために組まれた予算であり、これまで行政と町民で前進させてき

た数々の取り組みも盛り込まれており、それらのすべてを否定するものでないことは言うま

でもありません。 

  交通弱者の足を確保する外出支援サービスやひとり暮らし高齢者の安心を確保する緊急通

報サービス、福祉課や地域包括支援センターの職員の皆さんのきめ細かな弱者への対応、子

育て中のお母さん方に大変喜ばれている中学卒業までの子供の医療費無料化、肺炎球菌やヒ

ブワクチン、子宮頸がんワクチンや妊婦検診の無料化、インフルエンザワクチンや不妊治療

の負担軽減など、町民の命を守り、予防に力を入れる取り組みは、他市町の模範となりまし

た。 

  また、耕作放棄地再生補助や防霜ファン更新補助、住宅リフォーム補助など十分とは言え

ませんが、町民の要望に基づく取り組みも進んでいます。 

  しかし、一方で、結婚、出産祝金や奨学金の額は相変わらず乏しく、小中学校児童生徒の

就学援助受給率も全国平均よりはるかに低く、放課後学童クラブの指導員もシルバー任せの

ままで、図書館のない当町でせめて図書室への司書配置も必要性を認められませんでした。

町長も教育長も子供は宝と繰り返し言われるこの町で、未来ある子供たちへの大人としての

責任が問われる姿勢ではないでしょうか。 

  若者定住策で子供が増えている地名地区の保育園は休園したままで、公立保育園の一元化

で廃園にした藤川保育園で行っている子育て支援センターでは、保育士さんが何人配置され

ているのか、1,788万円もかけています。援農隊員の宿がわりにしたままの徳山診療所や梅

島下源泉の垂れ流しも一向に改善されないなど、町民の声にこたえているとは言えない状況

です。 

  在宅高齢者配食サービスに至っては、旧中、旧本を統一して公平なサービスにするとの名

目のもと、無償ボランティアを有償に変え、経費も改正前の２倍近い1,984万円の予算を計

上していますが、中川根側は今までの１食100円の自己負担が300円に値上がりするために、

生活が大変で一番必要とされる高齢者が利用をやめ、ボランティアもやめる人も大勢出るな

ど逆効果としか言えない状況です。 
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  25年度予算で新規事業として出された大きな事業に、デジタル防災行政無線システム共同

整備費の３億5,792万円があります。国の一方的な方針で進めているものですが、多額な費

用がかかる割にはデジタル化や消防広域化のメリットは少なく、特に当町のように広い山間

地域を持つ自治体では、デジタル化には多くの中継局などの設置が必要であり、大規模地震

などにより破壊されたり、送電がとまったりした場合は機能を果たすことができなくなって

しまう懸念がされるなど、市町村の首長さんや消防現場の方々からも様々な批判や消防力の

低下を危惧する声が各地で起きていると聞いています。 

  島田市議会でも、我が党議員が情報の非公開制や協議がこれまでどおり島田市単独の方向

もあるのではないかと当局の見解を２月議会でただしており、当町でももっと情報を出して

議会でも議論できるようすべきです。 

  災害時情報通信確保に不感地帯への衛星携帯電話の屋外アンテナ設置補助４台分で140万

円も個人の負担が大きく、地域をカバーできるような効率的な方法がないのかと思います。 

  大井川線沿線一帯を公園と見て誘客を図るレールパーク構想事業検討に88万円は、今後の

事業規模を考えると、行政中心で進めるのでなく、いかに住民を巻き込んだ計画にできるか

がかぎだと思います。 

  プレミアム付きお買い物券復活の補助金1,050万円も、商工会からの強い要望にこたえる

点では評価できますが、もう一つ波及効果の工夫がほしいものです。 

  昨年秋の産業文化祭で公募の中から決まった町のマスコット、オチャッピーの着ぐるみ作

成費60万円も出ております。かわいいキャラクターなので、人気者になるよう大いに活躍を

期待します。 

  一方、継続事業の市場開発支援833万円、友好都市推進224万円、千年の学校200万円、Ｓ

Ｌフェスタ350万円、売れるものづくり400万円、おもてなしの店づくり1,000万円など、こ

れまでの事業内容や取り組み状況、効果などに疑問があります。単に続けるだけでなくもっ

と一般住民が大勢参加し、まちづくりや活性化につなげる工夫や大鉄料金割引補助、高校生

の通学補助、給食費無料化など、積極的な若者、子育て支援、ほかのところから呼び込む戦

略的な取り組みが必要です。 

  相変わらず地区集会所の建物保険料や修繕費用を地区住民に押しつけています。災害への

備えをはじめ、地区住民の安心・安全、活発な活動を支援する立場からも逆行しており、積

極的に維持管理を行えば、修繕など地区住民の負担が増える矛盾した現状は賛成できません。

区費の値上げにもつながる集会所の維持修繕などの地区押しつけはやめるべきです。 

  ほかにも正規職員の非正規化も大きな問題です。９人の退職に対し、正規職員の新採用は

２人だけで、一般職人件費は4,000万円近い減額になっています。臨時職員を当てるとのこ

とで賃金が1,750万円増えていますが、経験や研修などが必要な行政職の責任や後継者育成

を臨時職員で穴埋めできると考えているのでしょうか。行政の臨時職員の待遇は安い時給や

雇止めなど民間企業顔負けの劣悪な前時代的な雇用形態で急速に改めるべきです。住民サー
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ビスの低下や若者がまともな収入を得る雇用のチャンスを奪うようなこと、模範となるべき

行政が率先して行うなど到底認めるわけにはいきません。 

  ほかにも恒常的な救急車不足、医師不足は、安心の町どころか、不安の声がたえません。 

  最後に、私が議員になって以来、主張し続けてきた「核廃絶・平和のまち宣言」が、一昨

年、全会一致で議会で議決されましたが、行政は横断幕などの町民へのアピールも行わず、

全く無視を続け、平和写真展、講演、演劇、映画上映等々、平和教育や取り組みもほとんど

行われていません。二度と再び過ちを繰り返さないために、さきの戦争への反省を絶対に風

化させてはならないことで、しっかりとした予算措置が必要です。 

  また、２年たった今の30万人を超える避難生活者がおられる東日本大震災と原発事故への

救援支援も、もっともっと町民に訴え、現地派遣なども取り組むべきではないでしょうか。

浜岡原発が50kmに存在する町として、町民の生命、財産を守るためにも、再稼働反対の意思

表示をすべきです。 

  以上、根本的なところで町民の生命、財産、平和を守る姿勢に欠けると言わざるを得ない

当予算には、賛成できないことを明らかにして、反対討論といたします。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。11番、中田君。 

○１１番（中田隆幸君） 11番、中田です。 

  私は、議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算に賛成の立場から討論をいたします。 

  本年度予算は59億7,200万円で、前年度より４億5,900万円の増額になっております。予想

されます駿河湾を拠点とする東南海大地震に備え、また、どこで起きるか予測のつかない自

然災害に備えた無線設備、デジタル防災無線システム共同整備事業に３億5,792万円と自主

防災強化避難所対策事業等に1,070万円、住民の安心・安全強化が主であります。 

  また、昨年は行われなかった商工会のプレミアム付きお買い物券発行事業補助金1,050万

円、商工会、特に建設業界に好評である地域活性が見込まれている住宅リフォーム推進事業

補助金1,500万円は継続であります。 

  また、町営観光施設誘客拡大事業、林業関係事業補助金等、昨年以上の予算編成でありま

す。 

  地場産業である茶業振興対策には、昨年を上回る予算を計上しております。市場開発等や

防霜ファンの更新等を入れた予算であります。財政規模の小さな当町ですが、行政職員の英

知を絞らせた予算編成であります。 

  中央経済はデフレ脱却を旗印に、経済の成長を念頭に進んでおりますが、地方経済はまだ

まだ兆しが見えません。少しずつでも今年度の予算で地域経済の向上が見えることを期待し

て、私は賛成討論といたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第23号、平成25年度川根本町一般会計予算は、委員長報告のとおり可決

されました。 

  これから議案第24号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算について討論を

行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第24号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第24号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算は、委員長報告のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第24号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算は、委員長

報告のとおり可決されました。 

  これから議案第25号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算について討論

を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  議案第25号、平成25年度川根本町後期高齢者医療特別会計予算に反対の立場から討論をい

たします。 

  後期高齢者医療特別会計は、75歳以上のすべての高齢者から広域連合で決めた率で徴収し

た保険料を納付するだけの会計で、全くと言ってよいほど町の裁量の余地などない会計です。

25年度予算の歳入歳出は前年度より100万円少ない１億1,710万円で、徴収見込み保険料約
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8,500万円と、保険料軽減分を県と町で負担する保険基盤安定繰入金約3,200万円を合わせた

１億1,700万円を広域連合へ納付する内容になっています。 

  保険料の予算額は年金天引きの特別徴収が1,920人分で6,783万円、１人平均３万5,328円

に対し、天引きできない普通徴収は480人分で1,679万円、１人平均３万4,979円ということ

で、どちらもほとんど変わりない額でしたが、普通徴収のない内訳を報告していただいたと

ころ、対象年金が月額１万5,000円以下の方が29人、介護保険料と後期保険料の合算額が年

金額の半分を超える人が27人、75歳になり特別徴収開始前の方が59人、希望により普通徴収

に変更された方が107人ということで、あと200人ほどの不明がありますけれども、こういう

報告がありました。 

  一般会計の老人福祉費の後期高齢者医療費での説明では、当町の75歳以上の医療費は１人

当たり23年度が58万3,831円、24年度が62万2,259円で、３万8,428円増えていますが、依然

県下では一番低いとのことでした。 

  後期高齢者医療制度が始まった５年前、当町の75歳以上の１人当たり医療費平均が県の平

均より20％以上低いということで、旧岡部町と当町と２町だけ不均一保険料という低い料率

が設けられましたが、６年間で平均と同じ率に引き上げるということで、２年ごとの保険料

改定のたびに他市町より大きな引き上げが押しつけられて大きな負担になっています。 

  県下一つの広域連合組織では、高齢者の声はおろか、当町のような小さな自治体がこうむ

る不利益さえ聞き入れられない矛盾した状況が続いているかと思われます。 

  だれでも年をとれば体に言うところが出て医療費が増えるのは当たり前です。それなのに

医療費がかかる75歳以上だけをすべての医療保険から出して単独の保険制度に囲い込み、医

療給付費の１割を75歳以上の高齢者の窓口負担とし、１割を保険料として残りの半分を40歳

以上の人すべての医療保険に加算して徴収し、国・県・町の公費負担をそれまでの半分に引

き下げて、負担が増えるのが嫌なら医者にかかるのを我慢するしかないと受診抑制が持ち込

まれ、診療報酬にも差がつけられて、お医者さんが熱心に検査をするなどすると、赤字にな

るような差別制度が持ち込まれたこの制度は、まさに親不孝制度としか言えない冷たい政治

によってつくられた制度です。 

  減らされることはあっても、増えることのない年金だけが頼りの高齢者に、際限ない保険

料値上げを押しつけ、不安と失望感を増長させている制度です。 

  国保では、高齢者への発行を禁じていた窓口負担が10割になる資格証明書発行も、後期高

齢者医療では滞納が１年以上続けば発行する制度になっています。しかし、当町では滞納者

との相談などの努力で資格証明書発行が防がれていますが、制度開始から４年しかたってい

ない23年度決算額で普通徴収部分で136万円もの未収額が出ており、わずかな年金からも容

赦なく保険料を取り立てられ、ぐあいが悪くても医者に行くお金もなく、我慢するしかない。

重症化、手遅れなどの悲しい事例が全国では後を絶ちません。 

  戦前戦後を懸命に生き抜き、家族や社会を支えて今日の豊かな社会の反映に貢献され、御
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苦労されてきた高齢者の皆様に、際限ない負担増や受診抑制を持ち込む冷たい制度に基づく

当会計予算には、賛成できないことを明らかにして反対討論とします。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。９番、久野君。 

○９番（久野孝史君） ９番、久野です。 

  それでは、賛成の立場から討論いたします。 

  以前から反対議員の言うとおり、そもそも当会計は当町の裁量の余地はほとんどないもの

であります。あるとすれば、保険料徴収においていかに対応すべきかにあります。 

  そこで、当町においては特別徴収1,920人、普通徴収480人、うち１万5,000円以下の年金

の方は29人と先ほどもありましたように、報告がありました。また、当町では努力の上資格

証明書はなく、短期証明書は１名と、全国的に見てよい結果という判断が妥当かどうかわか

りませんけれども、安堵されます。 

  しかしながら、後期高齢者医療制度は差別的、親不孝な制度と言われますが、国民医療費

の伸びは年々３％、うち後期高齢者医療費は5.5％、当町では8.7％と伸びています。 

  そのため、どうしても共同事業による財源の恒久的確保と負担における変動の緩和をする

ため、また、旧老人保健医療制度の現実的な破綻、高齢者と現役世代の負担割合の明確化、

それぞれ国保、被用者保険に入っていることにより、同じ所得でも現状負担が異なるという

ような矛盾から、この制度は平成20年度から始まっております。 

  また、繰出金においても、国・県・市町が５割、現役世代が４割、残り１割を75歳以上の

人が負担しております。 

  先ほど少し話が出ましたけれども、例えば国保の支援金は１億1,800万円、町の広域連合

医療給付費負担金は１億2,500万円としています。繰出金は800万円。 

  そして昨年前政権より制度を廃止する旨が上げられましたけれども、それも先延ばしにさ

れました。また、そこには平成30年度に国保と被用者保険に組み入れられますが、75歳以上

は相変わらず別建てとなり、抜本的な解決はされておりません。 

  したがって、現状はこの国の制度のもと、静岡県広域連合より保険料負担金をもとに予算

化することになり、実績に基づく保険料と基盤安定負担金となっております。その上で適正

に予算化されているものでありますので、妥当と認め、原案に賛成いたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第25号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第25号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算は、委員長報告のとお
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り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第25号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算は、委員

長報告のとおり可決されました。 

  これから議案第26号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計予算について討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第26号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第26号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計予算は、委員長報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第26号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計予算は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  これから議案第27号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計予算について討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第27号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第27号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計予算は、委員長報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第27号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計予算は、委員長報告

のとおり可決されました。 
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  これから議案第28号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計予算について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第28号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第28号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第28号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計予算は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  これから議案第29号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算について討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第29号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算を採決しま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第29号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算は、委員長報告のと

おり決定をすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第29号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算は、委

員長報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 川根本町議会議員派遣の件 

○議長（板谷 信君） 日程第14、川根本町議会議員派遣の件を議題とします。 
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  川根本町議会会議規則第128条の規定による議員の派遣については、お手元に配付した議

員派遣の件のとおりです。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  よって、川根本町議会議員派遣の件については、お手元に配付した議員派遣の件のとおり、

決定いたしました。 

  それでは、ここで暫時休憩といたします。 

  この後、議会運営委員会を開催します。議会運営委員会は議員控室で行いますので、議会

運営委員会の委員は議員控室に移動します。 

  また、議会運営委員会に引き続き、第１常任委員会及び第２常任委員会を開催いたします

ので、その他の議員も大会議室へ移動願います。再開は委員会終了後といたします。 

 

休憩 午後 ４時１６分 

 

再開 午後 ４時３８分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（板谷 信君） 日程第15、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題としま

す。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によってお手元にお配りしました本会議の会

期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１６ 第一常任委員会及び第二常任委員会の閉会中の所管事務 
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       調査の件 

○議長（板谷 信君） 日程第16、第一常任委員会及び第二常任委員会の閉会中の所管事務調

査の件を議題とします。 

  第一常任委員長及び第二常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によって

お手元にお配りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。 

  お諮りします。 

  第一常任委員長及び第二常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、第一常任委員長及び第二常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎閉  会 

○議長（板谷 信君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成25年第１回川根本町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時４０分 

 


